
１ はじめに

本日の報告は，表題にございますように，「外
国子会社合算税制の意義と課題」といたしまし
た。お話しするおおよその内容は，わが国の外
国子会社合算税制（以下「CFC税制」といい
ます。また，本国の株主による支配を受けた外
国子会社を「CFC」といいます。）を，昨年公
表されたOECD／G２０によるBEPSプロジェク
ト最終報告書１（以下「最終報告書」といいま
す。）の枠組み（後述する６つの構成要素）に
従って概観すること，そして，CFC税制の目
的や効果，さらに，今後の課題について検討を
することです。資料１頁をご覧下さい。
わが国のCFC税制は，タックス・ヘイブン

対策税制として１９７８年（昭和５３年）に導入され
ましたが，この報告では，２００９年度（平成２１年
度）税制改正による外国子会社配当益金不算入
制度の導入後のCFC税制の姿と，BEPS最終

報告書が求めたCFC税制のあり方を見ること
にします。配当益金不算入制度の関係における
CFC税制の位置づけの変化について，私の調
べた限りでは，正式な立法資料には積極的な説
明は見られないのですが２，しばしば行われて
いる説明は，次のようなものです。すなわち，
配当益金不算入制度の導入により，日本の国際
課税の原則が，実質的に，それまでのワールド
ワイド・システム（全世界所得課税主義）から
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テリトリアル・システム（領域内所得課税主
義）に移行した。これに伴って，CFC税制に
ついても，課税繰延べの防止（外国子会社が配
当すべき利益を留保するため，わが国の課税が
繰延べられるので，これを排除する。）という
説明が困難になり３，（課税繰延べ以外の）租税
回避の防止のための措置としての性格を明確に
したというものです４。しかし，日本は依然と
して，居住者については全ての所得，内国法人
については外国子会社からの配当以外の全ての
所得に対して，ワールドワイド・システムに基
づく課税を続けており（所得税法７条，法人税
法５条），これを見直すというような議論は全
くありません。日本の国際課税の基本は，現在
もワールドワイド・システムです。ただし，こ
れまで外国から直接得ていた収益を，外国に子

会社を設けていったんその子会社に受け取らせ，
配当の形に転換してから日本の親会社に送金す
るようにすれば，ワールドワイド・システムを
回避することができます。外国子会社が親会社
に配当せずに留保しても，ワールドワイド・シ
ステムが回避されることは同じです。そして，
この外国子会社をタックス・ヘイブンに置けば，
外国税の負担もありません。ワールドワイド・
システムを基礎としつつ，外国子会社配当だけ
を非課税とする現行制度では，このようなイン
センティブが生じることに注意して下さい５。
平成２７年度改正におけるハイブリッド・ミス

マッチ対策で導入された外国子会社益金不算入
制度の制限（外国で損金算入された配当は，日
本で益金不算入とはしないこと。法人税法２３条
の２第２項）も，課税関係が外国で完結してい

２ 財務省による『平成２１年度 税制改正の解説』４２５頁以下においても，テリトリアル・システムへの言及は皆無で
す。合算対象を留保利益に限定しない改正の理由としては，「外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い，内国
法人が一定の外国子会社から受ける剰余金の配当等は益金不算入となり，適用対象金額等の計算において配当に対
する課税との調整を行う必要がなくなりました。」（４４４頁）とされているのみです。しかし，これでは，同時に行
われた居住者についての同様の改正を説明することができません（実際，この箇所は，居住者についての改正には
触れていません。）。なお，秋元秀仁「外国子会社配当益金不算入制度導入後の改正タックス・ヘイブン対策税制に
おける租税条約適合性」税大ジャーナル１７号１２３頁，１４１頁（２０１１年）は，「タックス・ヘイブン対策税制の本来的
意義は，「わが国の内国法人等が税負担の著しく低い国の外国子会社等を通じて国際取引を行うことによって，直
接国際取引をした場合より税負担を不当に軽減・回避し，結果として課税を免れる」ことを規制するための制度で
ある」と述べています。また，渕圭吾『所得課税の国際的側面』（有斐閣，２０１６年）５頁は，「一定の者に着目して
組織形態にかかわらず中立的な課税を行うための法的仕組みである」と述べています。同書３５５～３５６頁に引用され
たビトカー教授の見解も参照。

３ 本文でのここまでの論述に沿うものとして，増井良啓・宮崎裕子『国際租税法（第３版）』（東大出版，２０１５年）１７６
頁は，「外国子会社配当が益金不算入とされたため，日本の支配株主に配当しないことをもって不当な租税回避と
みる考え方を維持することは困難になった。」と述べています。

４ 改正直後において公表され，（課税繰延べ以外の）租税回避の防止という考え方に立つ文献として，浅妻章如「課
税ベース浸食の客観的把握への試論」ジュリスト１３８８号９６頁（２００９年），渕前掲注２，３４５～３７７頁（初出２００９年）が
あります。また，伴忠彦「外国子会社合算税制における合算方式と適用除外基準の再考」税務大学校論叢６３巻１８９
頁（２００９年）も参照。なお，青山慶二「外国子会社配当益金不算入制度の考察」筑波ロー・ジャーナル６号９９頁，１１２
頁（２００９年）は，「今回の配当益金不算入制度導入が潜在的に抱える租税回避への誘因拡大という問題には，上記
タックスヘイブンを利用した租税回避の機会増大に，現行税制が十分対応できるかの観点からの検証が重要になる
と思われる」と述べていました。なお，改正前の議論について，吉村典久「タックス・ヘイブンの課税問題」租税
法研究３６号８７頁（２００８年）。

５ 財務省ウェブサイトにおけるCFC税制の説明
http : //www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/176.htm
も参照して下さい。また，秋元前掲注２前掲箇所も参照。
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るとの考え方を改め，外国による課税のあり方
を考慮して日本の課税を決める点で，外国子会
社からの配当についても，ワールドワイド・シ
ステムに回帰する改正といえます。この改正に
現れた税の真空や二重非課税の防止は，BEPS
行動計画の目標であり，CFC税制にも共有さ
れたものです。
たしかに，現在，CFC税制は租税回避の防

止として説明され，今後の改正作業も，租税回
避防止の観点から行われると思われます。しか
し，そこでいう租税回避の中味，つまり，どん
な（どれだけの）租税が回避されているのか，
言い換えれば，租税回避がないとしたとき，あ
るべき税負担はどのように計算するのか，タッ
クス・ヘイブンなどの外国に子会社を設けて課
税をほとんど受けない所得を得るという現象を
どう評価するのかという規範論的な問題は，改
正作業の中で問われます。「租税回避」とは，
不当な税負担の軽減または排除と定義されてい
ますが，「不当」かどうかを言い出す前に，ま
ず，「軽減または排除」，実定法（法人税法１３２
条など）の文言では税負担の「減少」が存在し
なければなりません。その有無を測る基準，あ

るべき税額の算定方法が問われます。
このことに深く関連するのが，日本の課税権

をどこまで行使するのかという問題です。言う
までもないことですが，日本のCFC税制は，
「外国子会社合算課税制度」という公式名称が
示すように，外国の子会社，すなわち外国法人
が得た所得を合算対象，つまり課税の対象とし
ており，その所得の中身のほとんどは，国外源
泉所得です。したがって，CFC税制は，外国
法人に帰属した国外源泉所得に対して，（居住
者または内国法人を納税義務者として）課税を
する制度です６。これは，一般的な国際課税の
原則，国際的な課税権行使のあり方を拡張する
ものです。一般的な原則は，居住者と内国法人
に対しては全世界所得を，非居住者と外国法人
に対しては国内源泉所得を課税の対象とすると
いうことです（所得税法５条，７条，法人税法５
条，９条）。しかし，CFC税制は，それをワー
ルドワイド・システムの方向に拡張し，外国法
人の国外源泉所得に課税をするわけです。裏側
からいえば，もし内国法人の国外源泉所得，ま
たは，外国法人の国内源泉所得に対して課税し
たいのであれば，CFC税制は不要です。

６ この捉え方は，米国のCFC税制（Subpart F）について一般的なものです。たとえば，米国財務省は，ハイブリ
ッド・エンティティーに対する Subpart F 規定の適用に関する規則の説明において，「Subpart F は，合衆国の者
によって支配された外国会社が，国外で獲得した一定の所得に対する合衆国課税の繰延べを制限するために，連邦
議会が制定した。」と述べています。TD８７６７，６３FR１４６１３―０２，１９９８―１C．B．８７５．Subpart F と類似する仕組みとな
っている日本のCFC税制が，これと異なる（たとえば，内国法人の国内源泉所得に対する課税である）とは思え
ません。
しかし，渕前掲注２，３７３頁は，「外国子会社合算税制は，実質的には内国法人に対する，そして基本的には国内

源泉所得に対する課税であ（る）」と述べています。初出論文が公表されたのは，外国子会社配当益金不算入制度導
入前ですが，現行制度についても，同じ認識であると思われます（同書５頁など）。この記述に対して問われるのは，
「実質的には」の意味です。私は，CFC税制が合算対象としているのは，あくまでもCFCについて算定された所
得，すなわち，法人製法１１条（実質所得者税の原則）に従ってCFCに帰属する所得（私法上の真の法律関係に従
ってCFCに帰属する所得）であると考えます。また，所得の源泉地判定，すなわち，ソース・ルール（所得税法
１６１条，法人税法１３８条，租税条約上のソース・ルール）の適用も，別段の規定がない限り，私法および実質所得者
課税の原則に基づく帰属に従って行われるものと考えます。このような考え方は，法形式を尊重する「形式的」な
見方です。
ちなみに，当時の合算された所得に対する間接外国税額控除の適用において，合算対象所得は，国内源泉所得に

は含まれていませんでした。したがって，当時の租税法上の分類では，国外源泉所得であったことになります。
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ですから，どこまで日本の課税権を拡張する
のかを規範論としてしっかりさせておかないと，
裁判となったときに，国が裁判官を説得して勝
訴することが難しくなるだろうと思われます。
CFC税制をめぐる原則論を避け，租税回避や
実質主義といったマジックワードに依拠するこ
とは，国にとって（も）危険であるように私には
思えます。
本日の報告を通じて主張したいことは，なぜ，

法人企業がタックス・ヘイブンなどにCFCを
設けるのかという，そのインセンティブの構造
を理解し，これに基づいて，CFC税制を設計
すべきだ，ということになります７。そして，
そのインセンティブの中味は，「課税繰延べ」
と呼ぶべき租税上の利益（税負担の減少）であ
ると考えられます。課税繰延べという概念は，
異なる意味で用いられることもありますが８，
私は，法人課税そのものに内在する歪曲である
と考えます。課税繰延べの歪曲は，タックス・
ヘイブンの存在がなくても生じます。しかし，
軽課税を受ける法人を設けたり，軽課税を受け
る所得を作ったりすることで，課税繰延べの歪
曲が拡大され，強いインセンティブが働くので
す。たしかに，最終報告書は，Base Stripping
（課税ベースの剥ぎ取り。源泉地国の課税ベー
スが浸食され移転すること）の防止をCFC税
制の目的としているように理解できます。しか

し，後に説明するように，課税繰延べとBase
Stripping とは，背反する要素ではなく，両者
が競合してますます強いインセンティブを作る
ことになると考えます。以上が，本日の報告の
概要です。それでは，制度面の説明と検討から
始めます。

２ 外国子会社合算課税制度

２―１．日本のCFC税制の概要
日本のCFC税制について，制度面を見てゆ

くことにしましょう（措置法４０条の４，６６条の６）
（資料１～２頁）９。制度の概略は，「特定外国
子会社等」が「適用対象金額」を有する場合，
その「適用対象金額」のうち，居住者（個人）
および内国法人の有する特定外国子会社等の
「株式等の請求権」の割合に対応する金額を「課
税対象金額」として，１０％以上の株式等を有す
る居住者（個人）の雑所得の総収入金額または
１０％以上の株式等を有する内国法人の益金に算
入するという制度になります（同条１項）。「特
定外国子会社等」とは，「外国関係会社」，すな
わち，外国法人（法人に限られており PEや非
法人の組織体を含まない）であって，発行済株
式総数の５０％超を居住者，内国法人，および，
特殊な関係のある外国法人や非居住者（合算対
象主体に限らない）が有するもののうち，その

７ この発想は，渕前掲注２，３６８～３６９頁，および，同書４０３～４０４頁（初出２０１３年）と共通しています。しかし，課税
繰延べに対する理解や評価は，異なります。

８ 浅妻前掲注４，９７頁は，「仮に利子率（割引率）が０％なら課税繰延は納税者にとって利益でなくなる」と述べて
います。浅妻章如「国際的租税回避－タックス・ヘイヴン対策税制（CFC税制）について」金子宏編『租税法の
基本問題』（有斐閣，２００７年）６４３頁も同じです。しかし，これは課税繰延べに対する本稿の理解とは異なります。
本稿のいう課税繰延べとは，法人が獲得した利益が，株主段階課税を受けないまま法人によって再投資されること
により，最終的に株主が手にする利益が，株主段階課税を受ける場合よりも増加することです。このことは，利子
率がいくらであろうと，いいかえれば，株主が法人から得た利益をその法人への再投資以外の方法で運用する場合
の利益率がいくらであろうと，変わりません。法人が利益を獲得することができ，かつ，株主段階課税が存在する
（法人が配当をして再投資を受けた場合の法人と株主を合わせた税負担の方が，利益留保をした場合の税負担より
も重い）場合，課税繰延べの利益が生じます。

９ 政府税制調査会第４回総会（２０１６年１０月１４日）の資料［総４－１］（http : //www.cao.go.jp/zei―cho/gijiroku/zeicho
/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/14/28zen4kai2_2.pdf）６頁に，分かりやすい図があります。
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法人の居住地国における所得税の税負担が，本
邦における税負担に比して著しく低い，つまり，
法人所得税が存在しないか，または，実効税率
がトリガー税率（２０％）未満の課税を受けるも
のをいいます（措置法施行令２５条の１９第１項，３９
条の１４第１項）。実効税率の計算では，CFCの
所在地国の法人税法に従って計算した所得の金
額に，一定の調整を加える方式が採られていま
す。
ただし，ここからが重要ですが，一定の適用

除外が設けられています（措置法４０条の４第３
項，６６条の６第３項）。この適用除外は，CFCと
いう主体の性質に基づくものです。このような
主体の性質による切り分けを，エンティティ・
アプローチといいます。除外されるためには，
①事業要件（「特定事業」（株式や債券の保有，
知的財産権の提供，船舶または航空機の貸付
け）を「主たる事業」とするもの以外のもので
あること），②実体要件（その事業に必要と認
められる事務所や工場などを有すること），③
管理支配要件（その事業の管理運営を自ら行っ
ていること），そして，④現地営業要件または
非関連者要件（現地で事業を行っていること，
卸売業，銀行業，保険業，水運業または航空運
送業などの国際的事業については，主として非
関連者と事業を行っていること）の全ての要件
を満たすことが必要です。この場合，CFC単
位で，合算課税の適用対象外とされます。平成
２２年度改正では，この適用除外の中に，一定の
統括会社（事業持株会社，物流統括会社）が含
められました。
しかし，この適用除外には，さらにその例外，

つまり，適用対象となる部分があります（同条
４項）。それは，適用除外となる特定外国子会社
等であっても，「特定所得」を有する場合には，
特定所得のみについて，上記の１０％以上の株主
に対する合算課税を行うこととされていること
です。これは，所得や取引の性質に基づく切り
分けですので，取引アプローチまたは所得アプ
ローチといいます。「特定所得」とは，ポート

フォリオ投資の配当，利子，償還差益，株式譲
渡益や，知的財産権の使用料，船舶や航空機貸
付の対価をいいます。これらの所得については，
日本ではなく，軽課税国や地域においてその取
引を行うことに経済的合理性を見いだすことが
困難であり，軽課税国への利益移転に利用され
やすいことが，合算課税の理由とされています。
合算課税によって生じる二重課税の排除のた

め，特定外国子会社等の所得に対して課された
外国法人税（日本はここにいう「外国」ではあ
りません。）は，内国法人である株主について
は税額控除されます（措置法６６条の７）。また，
合算課税と受取配当への日本の課税の重複を避
けるため，配当を受け取ったときは，一定の範
囲で益金不算入とされます（受配益金不算入要
件を満たさない場合も）（措置法６６条の８）。株
主等が個人である場合は，外国税額控除の適用
はありませんが（これは，個人所得税と法人税
が別々のものとされているためです。），合算課
税と受取配当への課税の重複を避ける措置とし
て，合算課税を受けた金額のうち一定の範囲の
もの（配当日の属する年の前年以前３年内の「課
税対象金額又は部分課税対象金額」）を配当所
得の金額から控除する措置が設けられています
（措置法４０条の５）。CFC株式の譲渡益に対す
る課税も二重課税となりますが，法人について
も個人についても，取得価額を引き上げるよう
な調整措置は設けられていません。

２―２．指摘された問題点
このような日本のCFC税制に対して，様々

な問題点の指摘が行われてきました（資料２～
３頁）。たとえば，中里実教授は，CFC税制に
ついては，移転価格税制と異なり，本格的な議
論があまりおこなわれてこなかったと述べられ
た上で，本格的改正の必要な点として，次の５
点を述べられています１０。すなわち，①「一か
零かという方式の採用」，すなわち，合算課税
の対象が，所得（取引）ベースではなく，子会
社レベルでいったん特定外国子会社等とされる
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と，すべての所得に及んでしまうこと，②「法
人税法１１条の関係が不明」，すなわち，実質所
得者課税の原則による所得（損失を含む。）の
帰属の認定と，CFC税制による親会社等への
合算との関係が整理されていないこと（中里教
授は，まず実質所得者課税により帰属を決め，
その後，このように決定されたCFCの所得に
対して，CFC税制を適用すべきであるとされ
ます。これは，本稿の考え方と同じです。），③
租税条約との関係，すなわち，CFC税制は，
外国子会社の所得を日本が課税する制度である
ことから，対象となる外国法人が日本に恒久的
施設（PE）を持たない場合にも，その所得，
つまり企業利益に対して日本が課税をすること
になり，PEなければ課税なしという租税条約
の原則に反するのではないかということ（もち
ろん，合算課税の対象は，あくまでも日本の居
住者たる親会社その他株主の所得である，とい
う理解は可能ですが，グラクソ事件最高裁判決
は１１，この考え方を退けたものと理解されま
す。）１２，④二重課税の問題，すなわち，日本の
株主における益金不算入に制限があること，
CFC株式の譲渡益にも課税されること，さら
に，⑤CFCの海外支店（日本支店を含む。）
を考慮していないこと，すなわち，たとえば，
来料加工（香港に子会社を置き，その活動を中
国の工場など PEで行う中国進出の形態）では，
中国 PEの所得も合算課税の対象となること１３，
さらに，④の二重課税の問題でもあるのですが，

CFCの日本支店に課された日本の法人税が，
外国税ではないため，税額控除されないことの
５点です。
また，錦織康高弁護士と藤谷武史准教授によ

る論文は１４，CFC税制が極めてドラスチックな
帰結をもたらすことから，企業にその適用を避
けようとする強い動機を与えること，にもかか
わらず，この税制の目的が曖昧であることから，
企業は必ずしも経済的合理性がない形式基準に
よらざるを得ず，経済活動への歪曲をもたらし
かねないことを指摘されます。そして，企業行
動への影響という観点から，⑥特定外国子会社
等の前提となる「外国関係会社」の判定におけ
る「関連者」の範囲が広すぎ，経済的には国内
資本が過半数を占めているとは言えない企業で
あっても合算課税の対象となること，⑦外国法
人の居住地で課税がなければ，支店所在地で相
当程度の課税を受けていても，なお合算課税の
対象となること，⑧外国子会社ごとに特定外国
子会社等に該当するか否かが判断されるため，
中間持株会社のようなものに対して思いがけな
い課税が生じること，⑨特定外国子会社に該当
するか否かを単年度ごとに判定するので，進出
先国のみで非課税となる所得が一時的に生じた
場合も，合算課税の対象となること，⑩トリガー
税率の判定において，非課税所得の調整（現地
非課税の所得を分母に加算）が行われるが，日
本でも課税を受けないようなものも含まれうる
こと，⑪適用除外要件の中に管理支配を求める

１０ 中里実「タックス・ヘイブン対策税制改正の必要性」中里実他前掲注７，２頁，４～６頁。
１１ 最判平成２１年１０月２９日民集６３巻８号１８８１頁。弘中聡浩・采木俊憲「グラクソ事件最高裁判決－租税条約との関係」
中里実他前掲注７，５６頁およびこれに引用された評釈等を参照。

１２ 中里実「タックスヘイブン対策税制」税研１２４号７２頁（２００５年）は，日本のCFC税制が一般的に租税条約と抵触
しうると述べていました。

１３ 来料加工については多数の裁判例があり，今までのところ，全て納税者が敗訴しています。太田洋・北村導人「来
料加工取引に関する日本電産ニッシン事件東京高裁判決の検討―適用除外要件に係る解釈―」中里他前掲注７，１０９
頁，１０９～１１０頁で引用された裁判例，および，東京地判平成２５年１２月５日税資２６３号（順号１２３４５），名古屋高判平成
２５年１０月３０日税資２６３号（順号１２３２５）を参照。

１４ 錦織康高・藤谷武史「CFC税制と国際的な税制の調和」中里実他前掲注７，１７８頁，１９４～１９６頁。
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基準があること，⑫適用除外要件が形式的に過
ぎ，実質的な差異が大きくないような場合も差
が生じること，を指摘しています。
そして，これらの論者だけでなく，多く研究

者や実務家が，CFC税制の意義，すなわち，
この税制は何のためにあるのか，何を実現しよ
うとしているのかについて，根本的な検討を求
めています１５。この問題は，昭和５３年の導入当
初から潜在していたのだろうと思います。なぜ
なら，日本の立案当局者は，米国のように課税
繰延べの防止（配当があるまでは本国の課税が
できないこと）によって制度を説明することを
しなかったからです１６。もっとも，日本の主要
な教科書・体系書は，日本が米国と同様，ワー
ルドワイド・システムであることを前提に，配
当まで日本の課税を受けないようにすることが
税負担の回避または軽減であり，CFC税制（当
時は「タックス・ヘイブン対策税制」という言

い方が一般的でしたが）の趣旨目的は，その防
止にあると説明してきました１７。しかし，外国
子会社配当益金不算入制度の導入を，わが国の
国際課税の原則をテリトリアル・システムに移
行させたものと評価する場合，CFC税制の意
義を（上記の意味での課税繰延べ以外の）「租
税回避」の防止と見ざるを得ないこととなりま
す１８。そうすると，子会社形態による海外進出
を行った日本の株主について，そのあるべき税
負担を，真剣に議論する必要があると思われま
す。

２―３．６つのBuilding Blocks
ここで，次に議論するBEPS最終報告書に

おけるCFC税制の分析の仕方から，日本の税
制を整理しておくことにします。BEPS最終報
告書は，CFC税 制 を，次の６つのBuilding
Blocks，構成要素から組み立てられたものとし

１５ たとえば，中里他前掲注７に収められた諸論文やファナンシャル・レビュー９４号の諸論文を参照。また，渡辺徹
也「外国子会社配当益金不算入制度の意義と効果－資金還流税制といえるか」租税法研究４０号６７頁（２０１２年），増
井良啓「内国法人の全世界所得課税とその修正」日本租税研究協会『抜本的税制改革と国際課税の課題 日本租税
研究協会第６３回租税研究大会記録』１１頁（２０１１年）も参照。

１６ 高橋元監修『タックス・ヘイブン対策税制の解説』（清文社，１９７９年）９２頁は，「合算課税方式において土台とな
る考えとしては，租税回避防止論のほか，国内のみで活動している企業や支店の形で海外に出ている企業とのバラ
ンス，公平を図らねばならない，という課税の中立論もあるが，中立性の議論から出発する場合には子会社等の事
業活動の内容を見ることなく，タックス・ヘイブン所在のすべての子会社等の留保所得を合算課税の対象とせねば
ならなくなり，わが国企業の海外での活動の実態を無視する結果にもなりかねないので，わが国の税制では採用さ
れなかった。」と述べていました。

１７ たとえば，中里実「課税繰延の利益」『金融取引と課税』（有斐閣，１９９８年，初出 １９９２年）１５頁，２２頁。なお，
金子宏名誉教授は，外国子会社配当益金不算入制度の導入前から，「この制度の趣旨と目的は，タックス・ヘイブ
ン・コーポレーションの課税対象金額相当額を株主であるわが国の内国法人等の擬制収益ないし擬制配当として課
税し，租税回避の手段としてのタックス・ヘイブン・コーポレーションの機能を実質的に減殺することにある」と
述べていました（金子宏『租税法（第１３版）』（弘文堂，２００８年）４２５頁。これは，『租税法（第２１版）』（弘文堂，２０１６
年）５５７頁と同じです。）なお，浅妻章如「タックス・ヘイヴン対策税制（CFC税制）－租税条約との関係及び適
用除外要件について」租税研究７０６号１３７頁，１３９頁（２００８年）の記述も参照。
外国子会社配当に対してワールドワイド・システムを維持している米国の公式資料も，CFC税制の意義として

課税繰延べ（deferral）の防止を述べています。米国CFC税制（Subpart F）の立法理由として，S. Rep. No.1881,
87thCong., 2d Sess., reprinted in 1962―3 CB 703, 784―785。米国財務省の見解として，TD８７６７，supra note６．

１８ 浅妻前掲注４の論文と渕前掲２，３４５～３７７頁の論文を参照。前者は日本に由来する所得の把握，後者は日本の親
会社の適正な所得の算定をCFC税制の目的としていますから，いずれも日本のあるべき課税ベース（税負担）の
確保を，CFC税制の目的としているものと理解できます。
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ています（資料３頁）１９。
第１は，CFC税制の対象となるCFCの定義

です。ここでは，主にCFCに対する支配のあ
り方と，CFCとなる主体（PEやハイブリッド
主体など）が問題とされます。日本では，「外
国関係会社」の定義が，ほぼこれに相当します。
前述した問題点では，⑥，⑧，⑨がこれに関係
します。
第２は，CFCからの除外，CFCとなる閾値

の要件です。実効税率の算出方法なども議論さ
れています。日本では，「特定外国子会社等」
の定義におけるトリガー税率と，「特定事業」
に関する要件がこれに該当します。前述した問
題点では，⑦，⑩，⑪，⑫が関係します。
第３は，合算課税の対象となる所得の範囲で

す。CFCの全ての所得を対象とするのか，そ
れとも，一定のタイプの所得だけを対象にする
のかが議論されています。日本では，先に出し
た「特定事業」もこれに関係するといえますし，
「特定所得」はこの部分に該当します。なお，
報告書は，後ほど説明いたしますが，取引アプ
ローチと事業体アプローチに関して，日本はハ
イブリッドなアプローチを取っているが，基本
的には，取引アプローチのバリエーションであ
ると分類しています２０。このことは，興味深い
と思います。前述した問題点では，①が関係し
ます。
第４は，CFCの所得計算の方法です。つま

り，どの国のルールでCFCの所得計算をする
か，また，CFCの損失をどのように扱うかが
議論されています。日本では，「適用対象金額」
の計算方法になります。損失については，特定
外国子会社の損失が親会社に帰属しないとした
双輝汽船事件の最高裁判決があります２１。前述

した問題点では，②が関係します。
第５は，CFC所得をどの株主にどのように

配賦するか，という allocation の問題です。日
本の税制では，「株式等の請求権」の割合や「課
税対象金額」の計算方法になります。
第６は，二重課税の防止，排除です。前述し

た問題点では，④，⑤が関係します。

３ BEPS最終報告書と対応のた
めの課題

３―１．基本的なスタンス
ここでは，CFC税制に関するBEPS最終報

告書を紹介しながら，その対応のために求めら
れる日本法の課題を考えます（資料４頁）。
BEPS行動計画におけるCFC税制の検討は，
行動計画３として進められ，昨年９月に他の最
終報告書とともに取りまとめられました。その
基本的な姿勢は，敢えて言えば，詰めた議論を
避けているように感じられます。最終報告書は，
その第１章で，「政策的考慮事項と目的」と題
する議論をしていますが，CFC税制がひとつ
の国の全体としての税制の中にあるものである
ことから，そのデザインや目的が国ごとによっ
て異なってもよいことを認め，最終報告書とし
ては，そのような様々なCFC税制の基礎にあ
る政策的考慮事項を取り上げるとしています。
そして，共通する政策的考慮事項として，CFC
税制が，税収確保ではなく，利益移転を防止す
る効果（deterrent effect）を有するように設計
されるべきこと，これによって，本国からの所
得移転だけでなく，多国籍企業が源泉地国から
軽課税国に所得移転をするインセンティブを縮
小または排除することを述べています。この所

１９ Final Report at９―１０．
２０ Id．at５５．
２１ 最判平成１９年９月２８日民集６１巻６号２４８６頁。吉村政穂「双輝汽船事件最高裁判決‐‐損失は合算の対象とされるか‐‐」
中里他前掲注７，４０頁およびこれに引用された評釈等を参照。
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得移転の防止という観点からは，当然，移転価
格税制との関係に関心が向かいます。報告書は，
CFC税制が移転価格税制のバック・ストップ
であると言われていることに言及し，これはミ
スリーディングであり，CFC税制は，移転価
格税制によっては課税できない所得を捕捉でき
ること，移転価格税制よりメカニカルであり対
象を絞っていること，移転しやする所得を自動
的に株主に配賦することを述べています。そし
て，Cash Box，すなわち，過剰な資本金を有
し，これを関連法人に出資してそのリターンを
得て留保するだけの軽課税国法人については，
移転価格税制では課税できない通常利益の部分
も，CFC税制であれば，課税できることが述
べられています。
ワールドワイド・システムとテリトリアル・

システムについても触れられていますが，いず
れを採るかについて参加国に一致がないことを
背景に，純粋なワールドワイド・システムを採
る国もテリトリアル・システムを採る国も存在
せず，各国の税制はその中間のどこかにあると
いう言い方で，加盟国の共通性を表に出そうと
しています。そして，国外所得をどこまで課税
するかは，競争に対する懸念とのバランスの問
題であるとし，CFC税制の存在も，①これを
避けようとする企業がCFC税制のない国で設
立されるという歪曲を生み出すこと，②CFC
税制により，対象となるCFCが実質的に重い
税負担の下で競争することになる，という問題
を指摘しています。しかし，注目されるのは，
この議論の一部として，Base Stripping の防止
が検討されていることです。最終報告書は，本

国からの Stripping だけでなく，外国と外国の
間の Stripping（第三国からの Stripping）も防
止すべきであるとしています。おもしろいのは
その理由のひとつです。それは，どの国の課税
ベースが剥奪されたのかを決められないことが
あるという理由です。しかし，もしそうなら，
そもそも，課税ベースの剥奪，Base Stripping
があったのか否かも，決められないように思わ
れます。ここには，CFC税制のドラスチック
な性質が，よく現れているのではないでしょう
か。
なお，最終報告書は，EU諸国におけるCFC

課税への制限についても，欧州司法裁判所が英
国のCFC税制の適用を欧州条約に規定された
設立（開業）の自由に反するとしたCadbury
Schweppes 判決２２などを意識しながら議論して
います。この判決は，CFC税制が軽課税国の
外国子会社だけに適用され，内国法人や軽課税
国以外の子会社には適用されないことを欧州条
約が保障する設立自由に対する違反としました
が，ただし，このような設立自由に対する制約
は，加盟国の法制の適用を回避することを目的
とする「完全に偽装的な仕組み（who１１y artifi-
cial arrangements）」に明確に関係する場合に
は，正当化されうるとも述べています。この判
決は，EUメンバー以外の国には関係のないこ
とですが，最終報告書が実質判断（substance
analysis）にしばしば言及しているのは，この
影響かもしれません。
わが国について，条約関係では，前述のよう

に，CFC課税が各国との租税条約に規定され
た「PEなければ課税なし」の原則に反するの

２２ Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue, C―196/
04,12 September 2006. 伊藤剛志「Cadbury Schweppes 事件先決裁定の検討」中里他前掲注７，２３１頁参照。また，
その後の英国での改正について，神山弘行「英国におけるCFC税制改正の動向とその課題」中里他前掲注７，２４８
頁，伴前掲注４，２５１～２８７頁，青山慶二「英国の法人税改正の動向（国際課税の観点から）」租税研究７４３号（２０１１
年）１７３～１９５頁，本庄資『オフショア・タックス・ヘイブンをめぐる国際課税』（日本租税研究協会，２０１３年）３７９
～３８４頁参照。
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ではないかということが問題になり得ます２３。

３―２．CFCの定義
CFCの定義は，前述したBuilding Blocks の

最初のものですが，最終報告書は，透明な主体
（日本では組合や信託）と PEも，CFC課税
の対象とすることができ，また，ハイブリッド・
ミスマッチ（組織体を法人課税の対象とするか
どうかについて関係国が不一致となること）を
用いたCFC課税の回避を防止することについ
て，議論しています。資料５頁の図は，A国
から見てC Co．は法人ではなく，Bの一部とな
る場合です。しかし，B国と C国は，いずれ
もC Co．を法人と扱っています。直接の関係両
国の扱いは一致しているので，ハイブリット・
ミスマッチとは言えないのですが，C Co．が B
Co．に支払った利子などは，C国の課税ベース
を浸食しているにもかかわらず，A国のCFC
税制の対象とはならないことになります。これ
は，わが国のCFC税制がまだ考えていない問
題です。この領域，つまり，法人とはされない
組織体の扱いは，わが国の税制が不得意とする
ところ，遅れたところです。ただ，ハイブリッ
ド・ミスマッチに関する最終報告書があまり決
定的なことを述べていないことから見て，
BEPS行動計画のこの部分への対応は，先送り
してよいと思われます。
しかし，CFC税制の最終報告書が，子会社

に対する支配の判定を，法的な持分だけでなく，
経済的な支配のテストをも併用するように求め
ていることについては，考慮が必要と思われま
す。ちなみに，最終報告書の前に公表されたデ
ィスカッション・ドラフトでは，支配について
だけで１章が割かれており，支配は重要な問題
とされています。経済的な支配とは，解散など
の場合における利益や資本，資産に対する権利
をいい，機械的に判定できるものとされていま

す。そうすると，日本での位置付けとしては，
法的な意味での実質的支配と言ってよいのかも
しれません。
もっとも，最終報告書がさらに，De Facto

Control，実質的支配（事実上の支配）という
概念を導入していることについては，日本も対
応が必要かもしれません。実質的支配として，
法人の居住地国を管理支配基準で判断する場合
に何を考えるか，ということが述べられており，
たとえば，外国子会社のトップレベルの意思決
定を誰が行うか，日々の事業活動に対する命令
または影響力を行使するのは誰か，あるいは，
支配的な影響力の行使を認めるような特定の契
約上の結びつきがあるか，といったことがあげ
られています。ただし，このような判断は執行
コストを引き上げ，複雑さと不確実さを増加さ
せるため，法的支配や経済的支配のルールが回
避されることを防止するためのルールとして機
能させるべきであると述べられています。報告
書はまた，この回避の防止のため，会計原則上
の連結要件を支配の判断に利用することについ
ても，述べています。
わが国が考えるべきもうひとつの要素として，

支配のレベル（５０％超など）の測定があります。
まず，持分保有による間接支配の場合，現在は，
持分割合をかけ算しています。（親会社が６０％
を保有する子会社が，孫会社レベルにあるCFC
の７０％を保有している場合，親会社は６０％×
７０％＝４２％の支配しかないことになります。こ
れに対して，最終報告書は，所有の連鎖の各段
階で支配の基準値を満たしていることから，親
会社はCFCに対して十分な支配を有しており，
支配の基準値を満たしているとすべだとしてい
ます。ただし，親法人に合算される所得の額は，
実際の持分である４２％に限定すべきであるとさ
れています。
もうひとつ，当事者（少数持分権者）の共同

２３ 中里前掲注１１参照。
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（“acting-in-concert”）を考慮することがあげ
られています。たとえば，資料６頁の図では，
A，B，Cは独立当事者であるが，CFCに対し
てAと Bが共同で行動している場合，A国ま
たはB国は，Aと Bとの持分を合算し，CFC
税制を適用できることになります。この判断で
は，事実の分析により，実際にCFCに対する
影響を及ぼすために共同で行動しているか否か
を判定することとされています。ただし，事務
負担やコンプライアンス・コストが大きくなる
ことから，一般的ではないとしています。日本
の場合，既に関連者の要件が相当に広いので，
ここまでは考えなくていいのかもしれません。
支配をめぐる本質的な問題は，現在のCFC

を利用した利益移転（BEPS）リスクの生じ方
に基づくべきだということになると考えられま
す。仮に支配要件に関するルールの回避を否認
する規定を設けるのであれば，BEPSリスクの
観点から，否認のあり方を決めるべきことにな
ると思います。

３―３．CFCからの除外およびCFCとされる
閾値

最終報告書は，一定の形式的な基準でCFC
から除外することが，より的が絞られ，効率的
なCFC税制の執行のために必要であるとして
います（資料７頁）。そして，外国子会社国の
実効税率が，親会社国の税率に十分に近い場合
には，CFC税制の適用対象から除外すること
を勧告しています。また，ホワイトリストの使
用も認められるとしています。
この勧告に至る過程で，３つの除外要素が検

討されたと述べられています。第１は，最低金
額（De minims）の閾値です。たとえば，次に
述べるCFC所得が一定の金額未満であれば，
最初からCFC課税の対象外とするといった閾
値です。しかし，このようなルールは，外国子
会社を分割することで回避できます。したがっ
て，これに対抗する否認規定が必要になるかも
しれません。実際，米国の否認ルールが紹介さ

れています。また，ドイツのルールでは，CFC
の株主段階での金額も基準とされ，分割によっ
て回避しにくいものになっていることが紹介さ
れています。最終報告書は，このような最低金
額基準を，一般に勧告はしないが，もし導入す
るのであれば，分割による回避を否認するルー
ル（anti-fragmentation rule）と組み合わせた
方がよいとしています。
第２は，租税回避否認による要件です。CFC

課税の回避の結果であるようなものに対象を絞
るというやり方ですが，あまり議論されていな
いので，省略します。
第３が，税率による除外です。これが勧告さ

れたやり方ですが，たとえば，高税率国に利益
移転が起こるような場合は，防止できないこと
も指摘されています。税率の測定を，名目税率
で行うか，実効税率で行うか，後者の場合，所
得の計算を本国ルールで行うか，IFRS のよう
な国際基準を利用するかが議論されています。
また，実効税率の算定において，算定の単位を
どうするかも論じられています。狭い方向では，
所得の各項目毎に算定することが考えられ，そ
の場合，相手先国での非課税所得なども対象と
することができます。広い方向では，１つの国
の全ての主体を一括して算定することが議論さ
れています。

３―４．CFC所得の定義
この部分は，ディスカッション・ドラフトで

は結論が出ていなかった部分で，一番厳しい議
論が行われたのだろうと推測されます（資料７
頁）。最終報告書で勧告されているのは，BEPS
の懸念を引き起こす所得の定義を置くこと，つ
まり，何でもCFC課税の対象にする，という
やり方は取らないということです。ただし，こ
れに続いて，それぞれの国の政策に応じて定義
を行うことも認めています。Full-inclusion，つ
まり，CFCの全ての所得を合算対象とするこ
とも認めるということですから，最終報告書の
この部分は，極めて許容度の高いものとして落
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ち着いたことになります。
定義のためのアプローチとして，地理的に動

きやすいかどうか，関連者の助力を得ているか
どうか，所得の源泉地がどこか，CFCの事業
活動のレベルがどうか，といった点があげられ
ています。
ただし，いずれのアプローチを取ったとして

も，CFC課税は，少なくとも移転価格税制の
下で軽課税国のCash Box に配分された一定の
投資収益（funding return）を捕捉するもので
なければならないとされています。もっとも，
この記述に続いて，最終報告書は，CFCルー
ルの目的が国によって異なることを認め，次に
述べる様々なアプローチを示しています。また，
前述のように，CFCの全ての所得を対象にす
る full-inclusion も認めています。
第１のアプローチは，所得の類型的区分です。

それには，①法的分類，すなわち，配当，利子，
保険所得，ロイヤリティや知的財産権からの所
得，売買や役務提供による所得という分類が行
われ，それぞれについて，BEPSリスクの観点
から議論が行われています。細かく見ると興味
深いのですが，ある程度資料８頁に掲載しまし
たので，説明は省略します。②次に，関連者と
の関係があります。すなわち，関連者との取引
による所得を，CFC課税の対象にするという
方法です。③また，所得源泉に着目するアプロー
チも紹介されています。すなわち，CFCの所
在地国で得られた所得は対象にする必要がない
し，本拠地国で得られた所得は，対象とすべき
ことになります。
第２のアプローチは，実質分析です。これは，

所得が基礎となる実質（underlying substance）
から乖離していることを様々な代用的要素
（proxy），たとえば，人，事業所，資産，リ
スクといった要素で判断するというアプローチ
です。いかなる要素が使われようと，あくまで
もCFCがその所得を獲得する能力があるか否
かを判断することが目標になります。類型的で
機械的な判断よりも，質的で正確な判断ができ

るとされています。問題となるのは執行コスト
の増加で，TPより小さいとはされていますが，
執行コストを抑えるために，一定の所得類型に
限定することや，閾値（all-or-nothing）テスト
とすること，支出のような客観的指標を利用す
ることが検討されています。
興味深いのは，最終報告書があげる実質分析

の例です（資料８頁）。①そのCFCの従業員
が相当程度の貢献をしているか，②グループ企
業の重要な機能から見て，そのCFCが，もし
非関連者であれば，特定の資産を所有し，また
は，特定のリスクを負担していたと判断できる
か，③そのCFCの中心的な機能の大部分を果
たすに必要な支店等を有し，要求される技能を
持つ被用者が必要な数いるか，といった観点や，
さらに，④知財優遇税制は，実体的な活動を前
提としなければならないというアクションプラ
ン５で用いられた nexus アプローチを用い，
そのような所得をCFC課税の対象から外すが，
他の IP所得は CFC課税の対象とするという
考え方が示されています。
第３のアプローチは，超過利益分析です（資

料９頁）。これは，BEPSプロジェクトが考案
したもので，実施されている例はありません。
移転価格税制における機能分析などからの発想
であると思われます。超過利益分析では，軽課
税国で取得した所得のうち，「通常利益」を超
える所得をCFC所得とみなすことになります。
リスク移転や無形資産が絡む場合に有効とされ
ており，上記の所得の類型的区分と組み合わせ
て，たとえば無形資産や関連者取引がある場合
だけに適用することが示されています。
通常利益は，利益率×適格資本（normal re-

turn＝（rate of return）×（eligible equity））
として算定されます。これを超える部分が，課
税対象となるCFC所得です。逆に，通常利益
までは，合算課税はありません。つまり，通常
利益を対象外とするアプローチなのです。そこ
で興味深いのは，この通常利益率になりますが，
最終報告書は，通常の投資家であれば，持分投
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資で投資リスクを見込まないことはあり得ない
ことから，リスクを見込んだ利益率が設定さ
れ，８％から１０％が例示されています。もちろ
ん，業主や地域による違いがあるとはしていま
すが，かなり高い率ではないでしょうか。その
代り，適格資本には絞りがかけられています。
すなわち，IP資産を含む積極的事業活動の中
で用いられる資産への投資に限るという絞りで
す。逆に言えば，グループ内金融や保険などの
受動的所得を生み出すような資産（典型的には
キャッシュ）に結びつく投資は，適格資本では
ないので，CFCには通常利益も保証されず，
すべて合算課税の対象となります。
報告書が，この章の最後で検討しているのは，

取引（所得）アプローチと事業体アプローチで
す。これは，これまで述べた第１から第３のよ
うな意味でのアプローチとは次元が違います。
すなわち，課税対象となるCFC所得をどのよ
うに定義したとしても，それを事業体毎に適用
するのか，それとも取引ベース，言い換えれば，
個別の所得の流れについて考えるのか，いずれ
のアプローチを取るかという問題です。そして，
事業体アプローチでは，ある程度未満の合算対
象所得しか得ていない事業体，または，一定の
積極的事業活動を営んでいる事業体については，
事業体レベルで適用対象外となります。逆に，
CFCの大半の所得が合算対象であれば，全部
が合算対象になります。つまり，事業体アプロー
チでは，事業体レベルで all-or-nothing の判断
となるわけです。取引（所得）アプローチでは，
やはり，取引や所得レベルで見れば，all-or-
nothing ですが，事業体レベルから見れば，一
部の所得だけが合算対象となります。
最終報告書のここでの取引アプローチか事業

体アプローチかの議論は，論理的厳密さを欠い
ています。なぜなら，CFC所得の定義に関す
る議論であるのに，エンティティの属性が紛れ
込んでいるからです。他方，日本での事業体ア
プローチか所得アプローチかの議論は，もっぱ
ら，事業体の属性を見るか，所得の属性を見る

かを問題としており，最終報告書の議論とは，
若干のズレがあることに，注意すべきです。
最終報告書は，事業体アプローチでは，一定

の場合には執行コストや遵守コストがある程度
は減少するが，合算対象が過大となったり過小
となったりすることがあるとしています。これ
に対して，取引アプローチは，正確であるが，
執行コストがかかるので，何らかの閾値を設け
ることが考えられるとしています。
興味深いのは，この章の注で，日本がこのふ

たつのアプローチの組合せ（ハイブリッド・ア
プローチ）を用いているとされていること，さ
らに，日本のルールの下では，一定の事業体は，
所得と活動の類型を理由にCFC課税から除外
されるが，当該事業体が取得した一定の所得類
型の所得は依然としてCFC課税の対象となる
こと，したがって，最終的には所得の性質を検
討することから，本質的には取引アプローチの
一形態であると述べられていることです。もち
ろん，日本のルールには，最初に説明したよう
に，事業体の性質を判断して全ての所得を合算
してしまうものもあるのですが，こうしたもの
があるからといって，事業体アプローチになる
とは見ていないようです。

３―５．所得の算定ルール
ここでは，CFC所得の算定方法が検討され

ています。すなわち，どの国のルールを適用す
るか，および，CFC所得の算定に関する特別
なルールが必要かどうかが議論されています。
勧告は，前者については親会社国のルールを用
いること，後者については，CFCの損失の扱
いについて，損失を同一のCFCの利益または
CFCと同一国内の他のCFCの利益に対しての
み相殺ができる（親会社の所得との相殺は認め
ない）ようにすべきであるとしています。
前者の議論では，親会社国ルールの使用が，

BEPS（ここでは親会社国の課税ベースの浸
食）の防止という目的に論理的に整合的であり，
執行コストも相対的に小さいとしています。
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後者の議論に関連して，CFC所得に生じた
損失を，CFC所得以外の所得から控除できる
か，またその逆はどうか，という問題がありま
す。これは，各国の既存の国内法によるべきで
あるとしています。

３―６．所得の配賦ルール
ここでは，CFCの合算対象所得を，どのよ

うに配賦（allocate）するか，すなわち，�ⅰど
の納税者に，�ⅱどれだけの金額を，�ⅲいつ，�ⅳ
どのような性質の所得として，�ⅴ適用税率をど
のようにして，配賦するかという問題です。こ
れらに対する勧告は，�ⅰは，支配の判定におけ
る最低持分基準を満たす者とする，�ⅱは持分割
合と持分保有期間によって算定する，�ⅲと�ⅳは
既存の国内法に従う，�ⅴは親会社国の税率によ
る，ということになります。日本のルールと異
なるのは，�ⅱについて保有期間が考慮されてい
ることです。また，�ⅳについては，配当があっ
たものとみなす考え方と，合算対象株主が直接
獲得したとみなす考え方があることにも触れら
れています。たとえば，合算対象株主が個人の
場合，合算対象株主が直接獲得したとみなすの
であれば，現在の日本の制度にはありませんが，
CFCが納付した外国税について，個人所得税
における外国税額控除を与えるべきことになる
と考えられます。�ⅴの税率に関しては，“top-up
tax”の考え方が検討されています。“top-up tax”
は，ミニマム税に近い考え方に立脚するもので，
CFCの実際の納税額と設定された閾値（最低
税率）との差に相当する税率で課税をする，つ
まり，国内法人と同じではなく，設定された閾
値までの課税をするにとどめるというものです。
このようにすれば，CFC税制が多国籍企業に
もたらす競争上の不利は緩和されると述べられ
ています。ミニマム税的な発想は，日本でも導

入してよいと考えます２４。

３―７．二重課税の防止と排除
最終報告書は，二重課税が生じる場合として，

少なくとも次の３つがあるとしています。�ⅰ合
算課税対象所得がCFCの所在地国などの外国
法人税の対象となる場合，�ⅱ同じCFC所得に
複数の国が合算課税をする場合，�ⅲCFCが合
算課税を受けた株主に実際に配当を行い，また
は，株主がCFC株式を譲渡した場合です。さ
らに，ふたつの国の間で移転価格税制の適用が
あり，第三の国がCFC課税を行う場合など，
移転価格税制との被りが生じる場合もあるとさ
れています。
勧告は，�ⅰ�ⅱについて，外国税額控除を認め

るべきであるとしています。ここでの外国税に
は，中間の法人に対して課されたCFC所得に
対する外国税を含むとしています。資料１１頁の
図をご覧下さい。頂点にある親会社Aの所在
地国A国は，C社（CFC）の合算対象所得に
対してC国が課した法人税だけでなく，B社
（CFC）の合算対象所得に対してB国が課し
た法人税も，A社の法人税から税額控除すべ
きであることになります。�ⅲについては，受取
配当と株式譲渡益を非課税にする方針で，細部
は各国に委ねるとされています。これら以外の
二重課税への対処については，各国に任されて
います。
わが国との関係では，�ⅱについて，CFCで

はない外国の中間法人を通じてCFCを間接保
有する場合について，中間法人に関する税額控
除を措置することが，また，�ⅲについては，株
式譲渡益として実現された所得に対する二重課
税防止の措置を設けることが，必要になります。
なお，わが国の問題点の④と⑤として指摘した
ことは，特にCFCの日本支店に対する日本の

２４ 米国CFC課税におけるミニマム税制についての最近の興味深い論文として，Stephen E. Shey, J. Clifton Fleming,
Jr. & Robert J. Peroni, Designing a ２１st Century Corporate tax―An Advance U. S. Minimum Tax on Foreign
Income and Other Measures to Protect the Base，１７ Fla. Tax Rev．６６９（２０１５）．
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課税が二重課税を起こすことについても，対処
が必要と思います。

４ CFC税制の意味

最後に，CFC税制の意義，CFC税制は何の
ためにあるのかについて，議論したいと思いま
す（資料１１頁）。

４―１．課税繰延べの防止
冒頭でも述べましたが，もともとタックス・

ヘイブン対策税制と言われたわが国のCFC税
制は，軽課税国を利用した税負担軽減（租税回
避といってもいいかもしれません。）の防止を
目的として導入されたものです。しかし，翻っ
て，ではなぜ，タックス・ヘイブンを利用すれ
ば税負担が軽減されるのか，また，一体どのよ
うに軽減され，そのためにどのような現象（税
負担回避行為）が生じるのかについて，突き詰
めた検討は乏しいように思います。
そもそもなぜ，軽課税国に子会社を設立すれ

ば，税負担が軽減されるのでしょうか。軽課税
国は法人所得税が軽いから当たり前のことだ，
と思われるでしょうが，実は，このことは，そ
れほど明らかではありません。まず，個人であ
る株主（居住者）から見た場合，内国法人から
の配当については，法人と個人の二重課税の防
止または緩和措置（所法９２条や措置法の分離課
税など）が働くはずですが，外国法人について
は，そのような措置はありません。個人株主と
法人の間の二重課税防止措置を内国法人だけに
限定しているのは，決して日本だけではありま
せん。限定の理由は，内国法人であれば，その
国の課税が行われている（外国法人であれば，
その国による法人段階課税がされていない）か
らと考えられます。そうすると，もし，法人と
個人の二重課税防止が完全に働いているならば，
個人株主は，わざわざ軽課税国法人に投資をす
る必要はないはずです。
ところが，ここで問題となるのが，個人株主

に対する所得課税の繰延べです。すなわち，内
国法人か外国法人か（軽課税国法人か否か）を
問わず，法人が配当をするまでは，法人が獲得
した所得に対する株主への課税はありません。
ですから，少しでも法人課税の軽い法人に投資
をして，利益を留保させることができれば，通
常は累進課税で法人税よりも税率の高い株主段
階課税を，いくらでも遅らせることができます。
このことによる税負担の軽減，言い換えれば，
租税上の利益を，（個人所得税における）課税
繰延べの利益ということにします。もちろん，
外国法人については，配当に対する二重課税防
止措置はありませんが，課税繰延べの利益は，
場合によっては二重課税による不利益よりも大
きくなります。
株主が個人ではなく，内国法人であればどう

でしょうか。全世界所得課税の下では，内国法
人にも，個人と同様に課税繰延べのインセンテ
ィブが生じます。すなわち，法人企業が国内に
子会社を設けた場合，関連法人からの配当は益
金不算入ですから（法人税法２３条），二重課税
の問題は生じません。しかし，個人の場合の課
税繰延べと同様，子会社が配当をするまでは親
会社は課税を受けないので，軽課税国に子会社
を作って利益を留保することにより，日本の法
人課税を遅らせることができるのです。しかし，
外国関連法人からの受取配当も益金に不算入に
なると，利益留保をしても配当をしても日本の
課税は（ほぼ）ないので，このインセンティブ
は，そのままの形では生じないことになります。
ワールドワイド・システムの下においては，

このような課税繰延べの防止は，CFC税制の
主要な機能であったと思われます。最近の研究
は，このことを立法事実から言うことはできな
いとしていますが２５，納税者が目指す税負担の
減少という観点，納税者のインセンティブから
見て，タックス・ヘイブンに子会社を作り，利
益留保をすることは，大きな節税効果を得るこ
とができたのです。このことは，CFC税制の
立法趣旨がいかなるものであろうと，事実とし
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て否定できないと思います。また，個人株主に
ついては，現在もこのインセンティブが確実に
存在します。

４―２．Base Stripping の防止
では，外国子会社配当益金不算入制度の下で

はどうでしょうか（資料１２頁）。この場合，外
国子会社からの配当に対する日本の課税は永久
にありませんから，利益留保による課税繰延べ
を考える意味がないことになります。外国子会
社が得た所得に対しては，それが留保された場
合に課税をしないだけでなく，配当として親会
社に流入した場合であっても，日本は課税権を
行使しないこととしたのです。
それなら，タックス・ヘイブンに子会社を作

る意味はないのでしょうか。いいえ，むしろよ
り大きな意味，税負担軽減のインセンティブが
生じています。それは，次のようなケースを考
えれば分かります。すなわち，もし，本来は日
本で発生するはずの所得を，タックス・ヘイブ
ンの子会社で発生させることができたら，どう
なるでしょうか。このような所得については，
日本の課税は法人段階では永久にありません。
つまり，CFCの所得は，かつては課税繰延べ
の利益（税負担軽減）を得ていた，というより，
課税繰延べの利益だけにとどまっていた（だか
ら，最終的にいつかは日本の課税を受けた）の
ですが，現在は，完全に（法法２３条の２が規定

する５％を除いて）非課税となってしまったの
です。このため，上記のような行為は，より誘
発されやすくなっているのです。タックス・ヘ
イブンを利用した税負担軽減のインセンティブ
は，それをどのように呼ぶか（課税繰延べとい
うか否か）は別として，より強くなっています。
そうすると，CFC税制も，このような行為の
防止の役割を担うべきことになり，納税者のイ
ンセンティブが時間的な課税繰延べから永久非
課税に変化したことに対応して，強化されるべ
きであると言えそうです。
ただし，Base Stripping や租税回避の否認と

いう文脈で考えるのであれば，CFC税制とい
う手段の限界，特殊性も考えねばなりません。
一般的租税回避否認ルールであれば，あるべき
課税の方法としては，親会社に発生するはずの
所得（Strip された所得）を全部，その親会社
に戻す（加算する）ことになるはずです。しか
し，CFC税制はそうではありません。親会社
の所得が剥ぎ取られたとしても，日本にいる
１０％以上の持分権者みんなに，持分割合に応じ
て，配分しなければなりません。つまり，Base
Stripping を完全に元に戻すことはできないの
です。
また，Base Stripping のロジックにおける根

本的な問題は，上で述べた「本来は日本で発生
するはずの所得」とは何か，ということになり
ます２６。企業が，海外に子会社を設けて得た所

２５ 渕前掲注２，３５２～３５８頁，３６３～３６５頁。浅妻前掲注８，６４２頁。
しかし，米国財務省による報告書であるOffice of Tax Policy Department of the Treasury，The Deferral of In-
come Earned Through U．S．Controlled Foreign Corporations A Policy Study（２０００）は，「２つの基本的な，し
かし相矛盾する合衆国課税システムの特徴が，租税回避の可能性を生み出し，したがって，課税繰延べの防止ルー
ルに対する潜在的な必要性を生み出した。第１の特徴は，法人を独立した者と扱うこと，第２の特徴は，全世界所
得課税である。」（at１）と述べています。

２６ この点に関して，浅妻前掲注４，９８頁が，「日本に由来する所得」と述べたことは示唆的です。「由来する」とい
う概念は，従来の租税法にはない，独自のものです。浅妻章如「タックスヘイヴン対策税制の改正と今後」ジュリ
スト１３９７号４４頁（２０１０年）も，「由来」という考え方に基づくものですが，あるべき合算対象が現在よりも縮小さ
れることになります。「南の島国で著作物を作って使用料を稼得しているような場合であってもその株主が日本居
住者であれば日本で課税するべきなのか」というこの論文があげる例（「〔シンポジウム〕国際租税法の新たな潮流」
租税法研究３６号（２００８年）１３０頁における吉村典久発言）に対しては，著作物を作るという行為の場所をどのよう
に特定するか，といった観点から，「由来する」の意味が問われることになると思われます。
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得のうち，何がこれに該当し，何がそうではな
いのかという切り分けの問題になるわけです。
言うまでもないことですが，この切り分けは，
所得の性質が能動的か受動的かということと，
直結するわけではありません。
さらに，個人株主や少数株主については，そ

の事業からの所得がタックス・ヘイブンの子会
社に Strip されるような事態は，極めて考え難
いと思われます。また，最終報告書が言及した
外国（源泉地国）から外国（タックス・ヘイブン）
へ の Stripping（foreign-to-foreign stripping）
も２７，上記の論理では合算対象とすべきでない
ことになります。
合算される所得の範囲については，冒頭で申

し上げた「租税回避の防止」の文脈で議論され
ています。租税回避は，一般に行為計算否認規
定の文言である「不当な税負担の減少」と定義
され，これまで，そこにいう「不当」とは何か
という不当性の問題に議論の焦点が当てられて
きました。濫用という語も用いられています。
しかし，とりわけCFC課税の趣旨目的や制度
設計の議論では，不当性や濫用の判断以前に，
冒頭でも述べた「税負担の減少」の有無と程度，
言い換えれば，海外子会社に発生した所得のど
れだけが，本来は日本の親会社で発生していた
はずの所得であるか，という問題を解決しなけ
ればならないことになります。これは，不当か
どうか，濫用に当たるかどうかという納税者の
行為の性質に関する問題ではありません。勿論，
納税者の意図などの主観面の問題ではありませ
ん。つまり，少なくとも講学上の租税回避とは
異なるものです２８。そうではなく，日本の課税
権を，外国子会社の所得（CFCの規定以外の

租税法の適用の結果，外国子会社に帰属してい
る所得。もちろん，実質所得者課税の原則（法
法１１条），さらにその前提となる私法上の帰属
といった判断を行った後に，外国子会社に帰属
すると認められる所得）に対して，どこまで主
張するかという，課税権の原理原則に関する問
題なのです。
しかし，厄介なのは，この判断が，理論的で

あると同時に，政策的なものでもあり，常に企
業の国際競争力とのバランスが問題とされてき
たことです。最終報告書にもありましたが，
CFC税制は，企業の国際競争力を削ぐもので
あることを勘案すべきであるという議論です。
この議論については，国際競争力というときの
その内容，誰のだれに対する競争なのか，それ
が誰に利益をもたらすのかがはっきりしないこ
とを，指摘しておきたいと思います２９。しかし，
そのことをひとまず置いて，この考え方を推し
進めると，納税者サイドは，軽課税国所在の子
会社に所得があること自体は日本の税収を侵食
するものではなく，租税回避の汚名を着せられ
ても仕方ないような例外的な場合に限って，
CFC税制を適用すべきであると主張するでし
ょう。逆に，課税庁サイドは，租税回避を恐れ
る傾向が強く，そのあまり，課税範囲が不適切
に広がりすぎる恐れがあります。そして，何が
租税回避なのか，決め手を欠くまま，いわば局
地戦によって合算課税の範囲が場当たり的に決
められてゆくようなことになるでしょう。ひょ
っとすると，現在の日本のCFC税制も，その
ような結果なのかもしれません。
しかしながら，もし，CFC税制の趣旨目的

が，Base Stripping という手法による租税回避

２７ Final Report at１３，１６，４６．
２８ 渕前掲注２，３６９～３７０頁は，「インセンティブの構造としての租税回避」と呼んでいます。ただし，前掲注７でも
述べたように，課税繰延べに対する理解や評価は，異なります。

２９ 錦織・藤谷前掲注１４，および，これが引用するTax Law Review，Vol．６５．Issue３（Spring ２０１２）：“Symposium
on International Taxation”に掲載された諸論文を参照。
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の防止（だけ）にあるとすると，したがって，
租税回避に係る主張立証が訴訟で争われるとす
ると，極めて有能な法律スタッフを抱え，十分
なプラニングを行う多国籍企業を相手に，国は，
裁判所での徹底抗戦を覚悟しなければならない
でしょう。日本の裁判官は，主に民事法や刑事
法でのトレーニング（要件事実教育）を受けて
おり，租税回避の否認という法の解釈適用につ
いては，基本的に慎重であると考えられること
から考えると，CFC税制は，最終的に裁判官
を説得できるような理論に基づいたものとすべ
きであると思われます。なぜこの税制が必要で
あり，当該事件で適用されているのか，その基
礎となるわが国の課税の原則が一体何なのか，
これに基づいたあるべき税額，不当な「軽減」
が生じる前の税額がどのように計算されるのか
を示すことができなければ，国は裁判に勝てな
いと思われます。Base Stripping という観点は，
それだけの確かさや具体的内容を持っているで

しょうか。Base Stripping の防止は，CFC税制
のためのひとつのスローガンではあっても，法
原則や法理論とまではいえないのではないでし
ょうか。

４―３．個人所得税の視点から
このように考えると，わが国でおそらく唯一

の十分に可能であると思われる原則論は，
（CFC税制の対象である）個人の投資家から
見たインセンティブや公平から，CFC税制に
よって確保すべき課税権やあるべき税額を明ら
かにすることです。すなわち，個人は，法人に
投資することによって，二重課税の不利益の裏
面で，課税繰延べの利益を得ることができます。
この利益は，軽課税国法人の方が大きくなりま
す。資料１２頁の下の方にある算式をご覧下さい。
いま，個人株主が所有し，Eの留保利益を有

する法人が，新規投資を y年間行うとします。
投資からの課税前利益率を r，法人税率を c，
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配当に対する個人所得税率を dとおきます。
法人が利益を留保して投資を続け，株主は最後
に配当として受け取るとすると，y年後に株主
が受け取る利益は，

 ycrEd 111

となります。
これに対して，法人が利益を毎年配当し，株

主は課税後の受取配当を全額出資するとすれば，

 ydcrEd 1111

になります。
両者の差が，本稿のいう課税繰延べの利益で

あり，その値は，軽課税国法人（cが小さい）
の方が大きくなることが分かります。
内国法人も究極的には個人株主の集合体です

から，個人株主から見れば，その内国法人自身
ではなく，外国子会社に所得を発生させるイン
センティブが生じます。これは，Base Stripping
のインセンティブに違いありませんが，個人株
主から見れば，課税繰延べの利益（インセンテ
ィブ）の一種です。私は，CFC課税は，個人
株主から見た課税繰延べというインセンティブ，

有利さを，税負担の不公平と評価して，防止す
る制度であると理解するしかないと思います。
そして，CFC税制が保護しようとする日本の
課税権の外枠は，ここにある，すなわち，課税
繰延べが生じないような税負担を求めることま
で広がっていると考えるべきであると思います。
個人株主とCFCとの間ではBase Stripping は
（ほとんど）生じないとすると，個人株主にも
適用がある日本のCFC税制については，課税
繰延べという観点から統一的な説明をすべきで
あると思います。
その上で，前述した局地戦の結果，様々な妥

協が行われていますから，その部分は，CFC
税制が譲歩をしているものと見るべきでしょう。
しかし，大切なことは，あくまでも原則は課税
繰延べが生じないところにあり，ここに規範的
な基準を設定し，CFC税制（それを租税回避
の防止措置というのであれば）の立法や解釈適
用に当たるべきであると考えます。これが，本
日のお話しの結論です。
大変拙い報告となりましたが，ご静聴下さい

まして，誠にありがとうございました。

― 127 ―



 �

� )*+,
-./012345�67"89:;�,<=> ?"@A@�!BCD
@A@�!" EFGH"&'

�� 
�IJK L !M

NOPQNRQSTUVW�XYZ[\&�]$�^_
V`a`bPSTUVW�cde[\&�]$�,

f^fFg�� 
�^_"IJhi�)FXYZ[\&�]$

�� 
�K L "jk�lRm`nQSoUpnqrs�
  XYZ[\&�]$t"uvwfx


���y"z "{+"|}%f>"~�
 @A@�!�r�%��g���yh%)�^x
  ���"g��h"��%�����BF��� ��^x
 ���B~\��{+,F���:^x

���"���R���V�m�

��@A@B���"^x
&����

   ¡¢£¤¥¦§¨¨§©ª
  

� �� 
�� &�!M
�«¬ ?"�!"C:

g®�� 
�¯h
  g��°±
�h

² ³´µ¶·"¸¹º»B¼½�Fe�¾ F¿À
ÁFÂ�°±"Ã���¾ Ä ¼½��Å��Æ



資 料

１／１３

― 128 ―



 �

  @A@�"ÇÈ�É�Fa`ÊO�É�Ë¹º�ÌÍ

gÎ r� Ïh
g´µ¯"ÐÑÒh"Ó�

g&�r� Ïh

¬¹ºiÔ"´µ¯BÅ��¼½�"Õ[\"¶Ö Ï
¬¹ºiÔ"´µ¯BÅ��e�¾ "K 


Î ×�

g®ØÙh�´µÄÚÛ"ÜÅFÝEÞßÒ"àáFâãä{
)åæç"èé��Bg]{�ØÙh%��ê"i�
ØÙ,�:%ë+_ì�Øí[Ä î��BÅfF

^7F
ï"ØÙ"ðñòóB _ =>ô�î�F

°õ�ö÷øÃ�î���B×ùÆ
®"úû
��ØÙü´
�Fýþúû
��


g®[\h,7ô>FÔ�"¬¹�iÔ"´],r��� &�

�Oa��`��	"IJF
 F��KF´µ��KÄFÝ
EÞßÒ"� �FâãÄåæçèé"r�
�&��,¿ô>ö÷B ��%,�³E�ñ�B ô���%
���øÃvF
K��,
 �ìÄ�ôÆ


�&�t"rs

®�� 
�¯"[\,rf>&�ì{��¾ �)Fe�¾
øÃ�´],7ô>�Ï�×

IJB��ö={% )F ®"!"øK L 
´]¯�# øÃ�î�)F� &�%�öIJt"&�"�$
By��|}%f>F ®"!"øIJ[\" ÏB�×


�«Ë%&�ì> {''�
( Ç)*
+ ^,^%ô� µ"- 
.¾ �¾¬¬/"°±�L�

２／１３

― 129 ―



 0

1��/2%"°±
3 �&�"''
4@A@"5� 6� ?B78�B9:f>ô�ô�%

;<= >? S@ ABC)*
D@A@�®,¿��g°õ�h"!"
E 6[FGø"&�
H(Iü´
�t"&�
JKLMM%"�®
Na`ÊO�É"�®,¿�� &�[\"OP
QÎ ×�:R"(,ðñ IBÑ+���
SÎ ×�:R�TµE

Uù�	�ÄÇíV�F@A@�!��"{+,Ã�"^F�BÇWfÀ�
%f>ô�"^,7ô>FX?E�YZBÑ+>ô�Æ


�«[67" \§]^§©ª ]_`a¢
-./012345)F@A@�!BFb"67"  \§]^§©ª  ]_`a¢�89
:;�^_cd >_ì{ê"%f>ô�Æ

 +@A@"®$
  I"Ãv 
  @A@%��]e�/.ÄlRm`nQ]e���
 .@A@^_"×��fg�:R
  a`ÊO�É
  ®ØÙ
 1� r�[\"!"
  ®[\
  ö÷bhiOq%ØÙebhiOq

3@A@[\� " ¾
 Î r� Ï"� ¾

jklâØR1 ��m
4@A@[\"In

´µ¯"ÐÑÒ"Ó�Ä&�r� Ï"� ¾
 D �&�"z 


３／１３

― 130 ―



 o

0 -./012345%rs"{+"&'
0«¬�?E�Up�U

qrR�Ä E)s�,À=>t�=>êÀôÆ
 uv�@A@�!"�w,Ã�xyE9:ØzBövÔ{�Æ
 |}��xyE9:Øz

�Ö~Üø)�ùF
K��Bz ��È���£¥£¦¦£©¥ £��£`¥�B
Å��À�,��
?�^_"[\����ø�ùF��G�^_�&��t"[\
��"R���V�mB� ä{)�×
�����!,À=>)&�ø �ô[\B��

�����!"�n�SUanh, ä_�ôÆ
�¡¢�  _�����	? BÅfF�ìB°õ¾ ,�	
f>ï"`pO�B\>�Ü����"�&��¾ �
,7ô>F�����!ø)&�ø �ô}�
K"�
�ê&���

����Pør�B�=>ô�
��fÄ��[\B �E,´],In

NOPQNRQSTUVW%V`a`bPSTUVW

   ��T�)�ôÆs�"�!)(I"��^,Ã�Æ
  ��[\&�"�M)F ¡Ô"¢£%"�¤�U"''

@A@�!,À�¥¦
+@A@�!"�ô�ø� 
.r�@A@�Ç§E,�ô���"¨ø ¡

   ¡¢£¤¥¦§¨¨§©ª
��%��"I" ¢¥¦§¨¨§©ª êz �� 

�"�^_©ª�ì{"^Bm+_ì�ô^_


.«¬�,¿��@A@&�t"!
�¡^®\¦¯¤`�°£¨¨£¢ �m
 ±²/2�Ü³��� ´,µ��Æ

�&��"�� 
���,Î 
g¶X,·¸E�¹cdh,�~,°±��î
�FkJº�ì��Æ

»��"/2°±ø)Fg/.��ì¼&��fh"½¾

４／１３

― 131 ―



 �

0«Ë@A@"®$
¿��]e� ?ø)c�ÄÀÁ�%/.
lRm`nQSoUpnq�c<eB¾ &�"r�%��^��^,7ô
>"°±�"L Â�B ô{@A@&�"�y



I"�®

�³E� I"VUa"Ã 
   ÄÅ��,¿��
KÄ	?F	ß,r��Ò


çÆE�®

�£Ç¡`¥_`_©¥¦_]�Ç§E IFØÇÔ" I�

¾ "¼½G�Bðñ I��ø�È
 anhÉÊP"#Ëm®
 v"ØÙÌ�,r��ÍÎä{)ÏÐ �

IE�ÏÐ " �Bë+�À��®"Ñ2eÒ
Ó ÔUaF$Õ�%L~Ç�BÕÖ�×�{+F¾E I
Ä�³E I"�y"z "{+"POP%�� 


�½¾Ô"õØ:RB I"�È,
 


５／１３

― 132 ―



 �

9Ù�� :;
   I"ÉÊP"Ú®
    IÛ I,¿��ü�Ó�"^� "Ü 

Ý
�� ���BÜÅ�� 
��FÞ
�ÉÊ
P,Ã�@A@" ß��BÜÅf>ô�î�FÝ

�^_) ���àß��áo��


�·ü�Ò�"|â�¡`¥§©ª«§©«`_©`£¦¥�

ØÇ�ã,ÀvFÇä,@A@,r��ÏÐB
åæ�{+,|âø �f>ô�^ç^B�®
Øí��ÄÔ�h¤Rb�USÔUa�  ù
���%^_F èEø)�ôÆ

    ?"î�Fé,°õ�"!"�êJ,ëôÆ






６／１３

― 133 ―



 ß

0«[@A@^_"×�¿ÀÁ@A@%�ì�fg
®"Tµ��,À�×��F��O�U�ì{ÈÉEÓ "{+,�:

@A@�"ÇÈ�É�Ý
��"�É, �,ìôî�FÎ r�^_×�
íNRa`Ua"� 

 
[7"×�:;BYZ

  1î Ï��£ï§©§ï¢�"fg
   @A@[\" Ï��
   �� 
�B�Ó���%ø�y��
    çëð®�¡©¥§«�¦¡ªï£©¥¡¥§_©¦\]£��:
    @A@"´]ñò" Ïê
 


���yçë,À�:R

@A@&�"�y"Ø�øÃ�À��ê",��

�É,À�×�

�É"Ú®�ÇÈ�É�
[\"� )F?�POP^ óÇô¤ ^Æ
�É ®"KõB����^Æ
 [\M%,��^Æ

@A@[\Ä &�[\
 ¬7"�"X>"]eø û ®


0«ö@A@[\"®$
q�U�nT÷�SQ¤�aø)Øø��>ô�^={��

-./0¢£B÷ ù��[\B®$��Æ
ïìúì"�"xy,s*>®$B ��%êë+�Æ

�\]]«§©`]\¢§_© øêÀôÆ

GñE,� Ä�ô^F°õ�"û B\>ô�^F[\"��
G���^F@A@"ØÙÌ�"ÉÊP���^Æ

�����!"¨ø�&��" `¡¢� ®_� ,I��ì{ ®"�	
ÖK��\©^§©ª¦£¥\¦©�B����ê"ø��ì¼�_�ôÆ



７／１３

― 134 ―



 �

[\"üýEþ�
+¾E�ü

IJF
 FÜ�[\FiR�`V�ÄÝEÞßÒ^_
"[\F��Ä�íàá,À�[\

.°õ�%"°±
  1[\��G


Ç§�ã

[\�F�w%��Ç§�\©^£¦]¯§©ª ¢\®¢¥¡©`£�^_��f>ô�
�%BFuv� ¨¦_�¯ø�È

   FØÙ[F	ßF`U�

ô^�� ¨¦_�¯ ��»ìÀ�%FÃùäøê@A@�ï"[\B
	\��� �Ã�^ç^B�È

  
üýEøçÆE��ÈÀvêF§Eøk~��È

  
''%��")Ó ÔUa"ÕÖ

   ®"[\üý,®Ffg�¡]]«_¦«©_¥�§©ª�VUaF
�"À��
DE%�


�
+<Ù"êJ�M"��Bf>ô�^Æ
.�POh�Ù"�:�ç�^_ >Fï"@A@�Fêf °
õ�øÃì¼F®"	ßB[ÅfFä{)F®"`U�B
��f>ô{%�Èø �^Æ

1 ï"@A@"( E�ç�" ��B�{�,�:� 6¯B
ÅfF:Ñ�ì���Bü7� ���:�·ô�^Æ

3�£�\¢ bhiOq�ÝÞ���!)FÇeE�Ì�B�à%f
��ì¼�_�ô%ô�bhiOq�B ôFï"À��[\
B@A@&�"r�^_�fF�"�/[\)@A@&�"r
�%��Æ






８／１３

― 135 ―



 �

»�
K�ã
}�
KB»Ù�[\B@A@[\%d��Æ

`U���Ä�T	ß��8î�,ÅÈ
Ô�"[\"üýEþ�%cd�»×>F{%Ù¼�T
	ßÄ°õ�ö÷�Ã�î���,Î 
}�
K�
KÉàÎ�	?
©_¦ï¡]¦£¥\¦©á¦¡¥£_�¦£¥\¦©�£]§ª§®]££�\§¥¯


}�
KÉ

   `U�B ���
KÉF º^_¬¹º� 

Î�	?

�/	ßB78!"EØÙÌ� 	ßt"�	,�Æ
�POhe #ÄÜ���"��E[\B d��À�
�	ß�$ýE,)%&nT'�,ØÁ7ù�	)FÎ
�	?ø)�ô"øF@A@,)}�
KêÜ(�ì
)F��>� &�"r�


ö÷bhiOq%ØÙebhiOq
  ØÙe*,Î ��^Fïì%êö÷ÊOU�#+"[\�^Æ

ö÷bhiOq)Fk~øÃ��Ó ÔUa
 �_^"fg
?",ø)Fê=-_ØÙe".�B �^F[\".�B

�^B''%f>¿vF12345",ø%)F/ "0É
?)F�"1{7"bhiOq"c�×�lRm`nQSbh

iOq�B ô>¿vF12E,)t��[\üýBYZ���
%^_F?§E,)ö÷bhiOq" T�%�ì>ô�Æ



0«¸[\" ®POP
�"�"POPBÎ ��^Æ

Ý
��POP"� �F-./0�Ý
��"&�ÊOU"2
�"z %ô� E,øñE,P�EøÃvFÓ ÔUaêê

rE, �ôÆ


@A@[\" ®,°��+�POP
@A@34Bâ @A@"
Kä{)@A@%â �e"�"@

９／１３

― 136 ―



 ��

A@"
K%"dê5ø ��Ý
�"[\%"ê5)ë+�
ô�À�,�� Æ

@A@34B@A@[\i�"[\^_�×ø �%�� ^F
ä{ï"6)��^Æ

  s�"é7"�e¾,À�� 


0«6[\"InPOP
�§��"���,In��^Æ
 I"�®,¿��1îü���BÍ{��


 �§§��ì��" ÏBIn��^Æ
  ü�Ó�%ü�ÜÅ8I,À=> ®
   ?%)t��Æ
 
 �§§§�ô7In��^Æ

 �§9��"À���§"[\%f>In��^Æ
  IJ�Ã={ê"%d��9Ù 

� r�´]�:Û	\f{%d��9Ù 


 �9�Î �ÉB�"À�,��^Æ
  Ý
��"�É
  ;¥_¨«\¨¥¡�;"9Ù 

@A@"Çä"��Ï%�®�ì{fg�1î�É�%
",êJ���Éø&�

   o�pW�E�²<
   @A@�!�U�=�Ù,ê{_� ¡Ô"L
)>?


0«@ �&�"z %�×
��ù%êb"[7ø �&�� *�Æ

 �§�� &�r�[\���¾ �"r�%��Æ
 �§§�â @A@[\,$·"��� &�B��Æ

�§§§�� &�B��{´]�IJB��övFä{)F@A@´µB��


１０／１３

― 137 ―



 ��

�_,F�����!"Î HF�A"��@A@&�B �î���øF
�����!%" �&�


�§��§§�,7ô>F���Ï�×
 (I"¾ ,rf>&�ì{@A@[\,r�����B78Æ
 »��êrs�:Æ




�§§§�)F�öIJ%´µ��KB &�,�� Bøs�,CD�Æ
  »��êrs�:x

 �¿F ? 6,r�� ?"&�,À� �&�


o @A@�!"#E
o«¬&����

��F�&��, 
�B� �ì¼F�������ì�"^Æ
´]ñò&�� ?"¾ �FFG[\��BH_×�Æ
�&��, 
�BI=>
KB�Ü

XYZ[\]$ø)F&����"z )F@A@�!"]:�ç�


１１／１３

― 138 ―



 ��

o«Ë ¡¢£¤¥¦§¨¨§©ª"z 
�� 
�IJK L !M"¨ø)��^Æ

  Àv  �R���V�m
  {�fF@A@�!) o«Ë ¡¢£¤¥¦§¨¨§©ª BJ,w×�^x

 g ?ø² ��))"[\hBF@A@ø² �×�Æ
  g ?ø² ��))"[\h%)x

 ���yz øÃì¼F���"��"�ô[\%)x
 ?"&�Ò"½ñ½¾,°��''


ñøEøÃ�%âK,FxyE�''øêÃvF�,�Ù"�ä
 ¡ %"�¤�U�''%�ì> {


 ���"~\
  LJ�g��h� *��"�Ï)F�"À�,� �ì�^Æ

 L!~"¨øF# ´]äøB9Ùì¼��^Æ

 [\Mü"�N
  IJ[\t"�N"ÒO�
  V`a`bPSTUVW%NOPQNRQSTUVW"PQ


o«[# [\�"��^_
&����"
K

# ´]�[ÅfFR"�Ü
KBÅ��¾ �FSð�	B ¯ L
I �Æ�	^_"&��
KÉB ¦F¾ �ÉB `FIJ,r�
�# [\�ÉB ^ %¿ùÆ¾ �
KB�Üf>�	BT�F
´])1H,IJ%f>��ö�%��%F¯ LH,´]���ö
�
K)F



�ì,rf>F¾ �
KB*LIJfF´])&�H"�öI
JBXÏ�	��%�ì¼F




( ) ( ){ }ycrEd + 111

( ) ( )( ){ }ydcrEd + 1111

１２／１３

― 139 ―



 �0

&����"
K)F�&��¾ �`� �ô�" �  ù��Æ

 ¡¢£ ¤¥¦§¨¨§©ª t"R���V�mêF# ´]^_ ì¼F&����"

K" M

�¿F# ´]%@A@%"IøF ¡¢£¤¥¦§¨¨§©ª �ù��^x


@A@�!�Ü?�� ?"&�Ò"�U)F&����� *�ôÀ��
���BÑ+��%äøë�=>ô�Æ


��,Fð!E���B�®fF���yz %f>"@A@�!"ÄVÎ
B �� Æ




１３／１３

― 140 ―



討論会３ ９月１５日�・午後

早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
財務省主税局国際租税総合調整官 緒方健太郎
一橋大学大学院法学研究科准教授 神山 弘行
株式会社LIXIL グループ税務部長 鈴木 一路

渡辺 裕泰

●参加者（五十音順）

BEPS（税源浸食と利益移転）
プロジェクト等の国際的な
取組みの現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編８５頁～１１１頁」に掲載されています。

司会 日本租税研究協会参与・
財務省財務総合政策研究所顧問
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はじめに

（渡辺） それではパネルディスカッション
「BEPSプロジェクト等への取組みの現状と課
題」を始めます。
BEPSプロジェクトについては昨年の本パネ

ルディスカッションでも取り上げましたが，そ
の後昨年１１月にG２０サミットで，１５の BEPS対
抗措置（行動計画）からなるBEPS最終報告
書が承認されました。その後，本年６月末に
OECD租税委員会の第１回BEPS包摂的枠組
み会合が京都で開かれ，それまで参加していた
４６カ国に加えて，新たに３９カ国・地域が勧告に
コミットした結果，BEPSプロジェクトの参加
国・地域は８５になっています。
また，BEPSに次ぐ国際課税の重要課題であ

る税の透明性についても，本年４月のワシント
ンのG２０財務大臣・中央銀行総裁会議において，
OECDに対し「税の透明性に関する非協力的
地域を特定するための客観的基準」を作成する
ことが要請され，本年７月の四川省成都におけ
るG２０財務大臣・中央銀行総裁会議で基準が承
認されました。
このパネルディスカッションでは，昨年も

BEPSを取り上げましたが，今後の対応が残さ
れたものもまだ多くあります。皆様の中にも，
このBEPSは一体どこにいくのかと疑問に思
われている，あるいは心配しておられる方が多
いと思います。BEPSがどんな形になりそうか
という最新の情報を，できるだけ整理された形
で，パネルディスカッションの後に皆様にお持
ち帰りいただけるようにしたいと思っています。
本日のパネルディスカッションは，２部構成

になっています。第１部は，BEPSプロジェク
ト・税の透明性に関するこれまでの取組みと今
後の展望です。BEPSプロジェクトの概観と，
これまでに一応措置済みと考えている対抗措置，
税の透明性の基準（情報交換等）についてです。
BEPSプロジェクトについてはこれまで一応

措置済みと考えられているものは幾つかありま
すが，本日は時間の都合上，その中で行動計画
１の電子商取引，１３の移転価格の文書化，１４の
相互協議，１１の BEPSの効果分析だけを取り
上げることにして，あとは省略いたします。
第２部は，BEPS合意の今後の対応が必要な

項目を取り上げて議論したいと思います。具体
的には，BEPS行動計画３の外国子会社合算税
制（CFC税制），４の利子控除（利子の損金算
入の制限），８～１０の無形資産等の移転価格，１２
の義務的な開示，１５の多数国間協定を取り上げ
たいと思っています。
パネリストは，先ほどご紹介いただいた方々

です。それぞれ組織に属しておられますが，本
日は組織の意見というよりも，個人としての資
格でご参加いただいているので，その点はよろ
しくお願いします。従って，ご発言も個人のも
のとして受け止めたいと思います。また，この
場ではお名前を肩書きなしの，さん付けで呼ば
せていただきますので，その点もよろしくお願
いします。
今日のパネルディスカッションは第１部第２

部共，緒方さんからどこまで議論が進んでいる
のか，今後問題になるのは何であり，どの方向
に進もうとしているのかなどにつき，差し支え
ない範囲内で最新の情報を教えていただいた上
で，パネラー全員で活発な議論を進めたいと思
っています。
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それでは第１部の討論に入ります。最初に緒
方さんからご説明をいただいて，その後青山さ
ん，神山さん，鈴木さんからご意見・ご質問を
頂戴し，さらに緒方さんからお答えいただくと
いう順番で進めたいと思います。それでは緒方
さん，よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．BEPSプロジェクト・税の透
明性に関するこれまでの取組み
と今後の展望

〔「BEPSプロジェクト」について〕（国際課税
資料１）

（緒方） 早速，お手元の資料に沿って説明し
たいと思います。まず，BEPSプロジェクトの
現状について簡単にお話したいと思います。
国際課税資料１は，BEPSプロジェクトの概

要についてです。時間が限られていますので全
部は触れませんが，ポイントとしては，BEPS
プロジェクトは国際的に公平な競争条件（Level
Playing Field）を確保することを大目標にし，
多国籍企業の行き過ぎた租税回避を何とか抑え
ようというプロジェクトです。
問題意識の根幹は，多国籍企業が悪いと言う

のではなく，むしろ各国の制度や国際的な原
則・ルールが多国籍企業のビジネスモデルに追
い付いていない部分でギャップ・ずれが生じ，
その部分を使って租税回避が行われる結果にな
っているということです。これに対応するため
に，各国が協調してずれや隙間をなくしていく
プロジェクトになっています。
国際課税資料１の一番下に，３本柱が書いて

あります。BEPSプロジェクトの肝になってい
るのがAの緑の丸になっている，実質性です。
グローバル企業は払うべき所で税金を支払うべ
きという，やや当たり前のことが書いてありま
すが，これが非常に重要なメルクマールです。
実質的に活動している場所，価値が創造され

ている場所で課税所得が認識されるべきで，実

質のない所で課税所得が認識されると，それは
良くない，租税回避であるということを大原則
に議論しています。

〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕（国
際課税資料２）
具体的には国際課税資料２をご覧下さい。１５

の行動で合意されたものをマッピングしていま
す。第２部にもつながってきますが，今後日本
がどうするのかをハイライトするために，これ
から法改正を考えていかなければいけない部分
を４つ囲っています。
特に行動３の外国子会社合算税制の強化につ

いては，２９年度改正での対応を検討中です。

〔BEPSプロジェクトの包括的（holistic）アプ
ローチ‐Cash box の例〕（国際課税資料３）
国際課税資料３は，BEPSプロジェクトが個

別の行動でもって，全体としていかに包括的に
問題に対応しようとしているかを表したポンチ
絵です。後でご覧いただければと思います。

〔BEPSプロジェクトの今後〕（国際課税資料
４）
本日のパネルディスカッションのテーマの１

つはBEPSプロジェクトの今後についてです。
国際課税資料４に「BEPSプロジェクトの今
後」というタイトルで，現在の３本柱が書いて
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あります。
BEPSプロジェクトは昨年の年末に最終報告

書が取りまとめられました。BEPSプロジェク
トの勧告の中身は昨年固まった形になり，現在
はこの勧告を実施するフェーズに入っておりま
す。これをBEPSの実施フェーズと呼んでい
ます。
実施フェーズには３本の柱があります。１つ

目は，BEPS合意の一貫した実施とモニタリン
グです。各国の税制は国家主権の最たるものな
ので，他国が税制について物を申すのは難しい
ですが，冒頭申し上げましたように，BEPSプ
ロジェクトの肝となる部分は，各国が一貫して
勧告に基づいた制度を導入することでずれ・隙
間をなくすことです。ですので，いかになるべ
く多くの国が一貫して実施するかが肝心です。
強制力はありませんが，一貫した実施を確保

するために，他の国がちゃんとやっているのか，
やり過ぎていないか，やらなさ過ぎていないか
を相互にモニタリングすることになっています。
これが一番大きな柱になっています。
２つ目の柱は，BEPSプロジェクトは２年間

の集中的な議論の期間を経ましたが，いまだに
課題が残っています。これを継続的に議論する
ことです。これは後ほど出てきます。
３つ目の柱です。BEPSプロジェクトはG２０

とOECDの共同のプロジェクトで行ってきた
訳ですが，中身が固まったので，これを実施す
る国をさらに拡大していくことです。

〔BEPSプロジェクト参加国（２０１６．６まで）〕
（国際課税資料５）
〔BEPS実施フェーズ（Inclusive framework on
BEPS）参加国・地域（２０１６．７～）〕（国際課
税資料６）
実施フェーズの３本柱の３つめの柱について，

国際課税資料５と６に，どのような国がBEPS
参加国となっているのかのイメージを示してい
ます。
国際課税資料５が，BEPSプロジェクトの議

論終了時点の図です。BEPSプロジェクトを２
年間議論していた段階では４４カ国でしたが，真
ん中にあるコスタリカ・リトアニアがBEPS
プロジェクトの２年間の議論の最後に加盟申請
プロセスに進んだので，この２カ国が増えて４６
カ国になりました。OECD加盟国とG２０メン
バー国に，OECD加盟申請中の国を加えた４６
カ国がBEPSプロジェクトの議論終了時点の
フル参加国になっています。
フルではなく，中身にコミットしないけれど

もオブザーバー的に参加している国々を，右側
の赤い欄に書いています。
国際課税資料６が現状でどうなっているかを

お示ししています。実施フェーズが始まって最
初の会合を６月末・７月頭に京都で開催しまし
た。これはOECD租税委員会の本会合として
は，初めてパリ以外で開催した会合になります。
この歴史的な京都会合を経て，現時点で正式な
メンバー国が８５カ国・地域になっています。
右から２番目の欄のとおり，京都会合で加わ

った国３６カ国・地域と，京都会合後に参加した
国３カ国と，合わせて新たに３９カ国・地域が加
わって，８５カ国・地域になっています。
ご注目いただきたいのは，新たに加わった

国・地域の中に，香港，シンガポールなど，日
本と関係の深い国・地域が参加していることで
す。こういう国・地域を正式メンバーに加えて，
BEPS合意の一貫した実施に努めていくことに
なっています。

〔BEPS最終報告書において引き続き検討を続
けることとなった項目〕（国際課税資料７）
国際課税資料７では，先ほど説明した実施フ

ェーズの３本柱の２つ目の柱の残された課題の
主なものをリストアップしてあります。
一番大きなものが，ここには載っていません。

それは行動１の部分で説明いたします。行動２
から始まって，全部は触れませんが，結構色々
なものが残された課題になっています。
かなりの部分が既にディスカッションドラフ
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ト（討議草案）で，どんな形で進めていくかが
公表されています。われわれが重要だと思って
いるのは，２つ目の行動４の利子控除制限の冒
頭に書いてある，グループ比率ルールについて
の設計・運用上の論点整理です。８月１６日締切
りでディスカッションドラフトが出ていますの
で，それを踏まえて今後議論を進めていきます。
古くて新しい問題として，行動６の non―CIV

ファンドです。CIVとは Collective Investment
Vehicle で，集団投資ビークルと呼んでいます。
これではないもので，例えばプライベートエク
イティファンドなど，一般的な投資ファンドに
条約の恩典をどうやって適用していくのかとい
う問題です。これもディスカッションドラフト
が出ていますが，大きな残された課題になって
います。
それから，われわれが残された課題で最大だ

と思っているのが，行動７の冒頭にある PE帰
属利得に関するガイダンスと，行動８～１０の冒
頭にある利益分割法の適用に関するガイダンス
です。この２つはBEPSプロジェクトの中で
も非常に大きな論点として議論されてきました
が，最終報告書の取りまとめの段階では細かい
ガイダンスの策定までに至らず，現時点でも残
っています。
ご覧になった方もいるかもしれませんが，９

月５日締切りでディスカッションドラフトが出
ています。いただいたご意見を踏まえて，１０月
１１・１２日にパブリックコンサルテーションを予
定しています。それを踏まえて今後ガイダンス
が決まっていきます。
その下にある評価困難な無形資産に関するガ

イダンスは，第２部で触れたいと思います。
特に今申し上げた PE帰属利得で，行動７は

PE認定の人為的回避です。ご承知かと思いま
すが，PEとは Permanent Establishment（恒
久的施設）と呼んでいるものです。どういうも
のがそろっていると，進出国で法人課税を受け
ることになるかというメルクマールが PEです。
これを人為的に回避することをどうやって防

止するかが，行動７の議論でした。PE帰属利
得に関するガイダンスは，新しく人為的に回避
できないように PE認定した場合，具体的にど
れだけの利得がその PEに帰属することになる
かという点に関する非常に重要なガイダンスに
なっています。
行動８の冒頭の利益分割法については，移転

価格税制の中で所得の配分の話をします。特に
無形資産が絡んだ場合は配分が非常に難しいの
で，利益分割法を使わざるを得ない局面が出て
きます。具体的にどういう場合に使って，どう
やって適用していくかという重要な論点が残っ
ています。

〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）（２０１５年１１
月１５―１６日 於：トルコ・アンタルヤ）〕（国際
課税資料８）

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳
抜粋）（２０１６年２月２６―２７日 於：中国・上海）〕
（国際課税資料９）
〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳
抜粋）（２０１６年４月１４―１５日 於：ワシントン
D．C．）〕（国際課税資料１０）

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳
抜粋）（２０１６年７月２３―２４日 於：成都）〕（国際
課税資料１１）

〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）（２０１６年９
月４―５日 於：杭州）〕（国際課税資料１２）
駆け足で恐縮ですが，国際課税資料８から最

近の一連のG２０のコミュニケを幾つか載せてい
ます。詳細に入っていくと大変なので，ごく簡
単に紹介します。
BEPSプロジェクトと税の透明性・情報交換

が２本の柱になっています。BEPSプロジェク
トについては，アンタルヤから上海，ワシント
ンD．C．，成都とずっと，一貫した広範な実施
と適時な実施がキーワードとして出てきていま
す。
これを実際に行っていく場所ということで

「包摂的枠組み」を作り，第１回の会合を６月
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に京都で開催し，成都のコミュニケでは京都会
合を歓迎する形になっています。
BEPSプロジェクトの中で読み飛ばしてしま

いそうですが，重要な点があります。国際課税
資料９の上海のコミュニケの上から３行目に，
「税の公平性及び公平な競争条件を確保するた
め，BEPSに関連する問題へのモニタリングと
対処を続ける」と，さらっと書いてあります。
BEPSプロジェクトで色々議論しましたが，

BEPSプロジェクトの対象が国際課税の全てで
はありません。今後発生する，BEPSプロジェ
クトに直接関係ないかもしれないけれども
BEPSに関連するものについて，問題があるの
かないのかを含めてモニタリングし，必要であ
れば対処していくという，ポストBEPSの作
業を継続する宣言になっています。
以上が２本柱のうちBEPSプロジェクトに

関する点ですが，次の柱になっている税の透明
性・情報交換について，少しお話したいと思い
ます。
コミュニケの中でも順を追っていただくと，

アンタルヤ・上海ぐらいまでは自動的情報交換
を２０１７年・２０１８年までに開始すると書いてあり
ます。
国際課税資料１０をご覧ください。ワシントン

D．C．のときに，新しい話が入ってきています。
経緯を申し上げます。ワシントンD．C．の G２０
財務大臣・中央銀行総裁会議の日付をご覧いた
だくと，４月１４・１５日になっています。ちょう
ど最初のパナマ文書の報道が出た直後のG２０財
務大臣・中央銀行総裁会議になっています。
パナマ文書が出ても出なくても，BEPSプロ

ジェクトと税の透明性・情報交換の２本柱を何
年もかけてやってきたわけですが，改めてパナ
マ文書の問題も踏まえてG２０・OECDとして
何をしていくかを議論した結果が，ワシントン
のコミュニケになっています。
新しい部分としては，今までのように自動的

情報交換を２０１７年・２０１８年までに実施すること
に加えて，税務行政執行共助条約（多国間条約）

に署名することを求めています。
ワシントンD．C．で新たに出てきた話は２つ

あります。１つは真ん中辺に出てくるグローバ
ル・フォーラムのレーティングを，期限を付け
て，２０１７年の G２０サミットまでに満足な水準ま
で改善することを期待するということです。
レーティングを上げていくことを，期限を切っ
て目標化したのが１点目です。
もう１つは，７月のG２０財務大臣・中央銀行

総裁会議までに，「税の透明性に関する非協力
的地域を特定するための客観的基準」を作るこ
とを求めている点です。これは言葉だけを見る
と，何を言っているかがよくわからないかもし
れません。情報を出さないことで租税回避・脱
税を誘引している国を，非協力的地域と呼んで
います。これを特定し，端的に申し上げればブ
ラックリスト化するための客観的基準を作る話
です。
その先があります。客観的基準を作った上で

ブラックリストを作って，それでも進捗が見ら
れなければ，非協力的地域に対する防御的措置
を検討すると書いてあります。防御的措置もわ
かりにくい言葉です。BEPSプロジェクト等を
通じて，各国は自国の税源を奪われることを問
題視しています。非協力的国・地域があること
でそこに税源を奪われて，自国の税金が取れな
くなることが起こってはいけないので，自国の
税源を防御するという意味で防御的措置と書い
ています。要するに，ブラックリストに載る国
に一定の進捗が見られなくて，迷惑が続けば対
抗措置・制裁措置を発動するという話です。こ
れが新しい話です。
もう１つがパラグラフ８の一番下に書いてあ

る，実質的所有者情報について，透明性に関す
る国際基準の履行改善のための方法の初期提案
を提示するということです。国際課税の中で２
本の柱にしているBEPSと税の透明性・情報
交換に加えて，新たに実質的所有者情報の透明
性が出てきています。
パナマ文書の問題の根幹は，法人や法的取決
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めの後ろ側にいるのが誰かが明らかでないこと
です。これを改善するための初期提案を出して
くださいと言っています。

〔「税の透明性に関する非協力的地域を特定す
るための客観的基準」について〕（国際課税資
料１４）
ワシントンD．C．のコミュニケを受けて，成

都・杭州と議論を重ねました。国際課税資料１４
をご覧ください。京都会合で実質的に合意され
た，非協力的国を特定するための客観基準をこ
こにまとめています。
時間の関係もありますので，簡単に説明しま

す。基準が３つあります。１つ目はグローバル・
フォーラムが実施するピア・レビューによる評
価です。後で資料を使って説明しますが，グ
ローバル・フォーラムの評価が１つ目です。
２つ目が，共通報告基準（Common Reporting

Standard）にコミットしているかどうかです。
これは自動的情報交換に関するものです。
基準の３つ目が，多国間条約に署名している

かどうかです。
グローバル・フォーラムに基づくピア・レビ

ューとは何かといいますと，情報交換には，要
請に基づくものと自動的情報交換の２種類があ
ります。要請に基づく情報交換は，個別の調査
事案について，誰それの銀行口座があなたの国
にあるみたいだから教えてと１本１本お願いす
る情報交換です。これが従来の情報交換のメイ
ンでした。
グローバル・フォーラムは，要請に基づく情

報交換について，法制面・執行面の両方がしっ
かりやれているかを４段階で評価することにな
っています。この評価が悪いと，基準１にバツ
が付きます。
基準２と基準３は，自動的情報交換に関する

基準です。自動的情報交換の基準である共通報
告基準にコミットし，コミットしているだけで
は情報が流れないので，実際に情報が流れるパ
イプとしての条約が存在しているかどうかです。

それが基準３です。
今ざっと申し上げましたが，それを補完する

意味で，国際課税資料１５以降を詳しく説明した
いと思います。

〔グローバル・フォーラムについて〕（国際課税
資料１５）
国際課税資料１５の「グローバル・フォーラム

について」をご覧ください。グローバル・フォー
ラムが始まる前段階に，色々な作業がありまし
た。ごく簡単に紹介します。
１９９８年に「有害な税の競争報告書」をOECD
が作りました。ここでタックスヘイブンを定義
する基準をまとめました。その後その基準に従
ってタックスヘイブンに該当する国をリストア
ップし，今や幻になってしまいましたが，当時
３５カ国・地域を挙げたOECDタックスヘイブ
ンリストを作りました。
その後，タックスヘイブンリストに載った国

が，自分たちは人様に迷惑を掛けない，つまし
い地域としてやっていくということで，色々な
改善点を提示していきました。
それから，タックスヘイブンリストをやめて，

本当にちゃんと迷惑を掛けない制度になってい
るかを見ていくことになり，税の透明性・情報
交換をちゃんとやっているかどうかの非協力的
国リストを作りました。
非協力的国リストを作ると，自分は協力する

と言ってコミットする国がどんどん出てき
て，２００９年の段階では非協力的国リストに載っ
ている国がゼロになりました。
２００９年は，リーマンショック直後のG２０サミ
ットが行われたときです。コミットするだけで
は駄目だということで，国際課税資料１５の真ん
中に，①～③の基準が書いてありますが，①実
際に情報が記録されて存在し，②税務当局が記
録されている情報にアクセスできて，③税務当
局間で情報がしっかり交換されているという３
点が，法制面でも執行面でもちゃんとできてい
るかまで確認して評価する作業が始まりました。
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それが２００９年以降です。

〔グローバル・フォーラムにおける「要請に基
づく情報交換」に関する第１次ピア・レビ
ューの結果〕（国際課税資料１７）
これに基づいて，国際課税資料１７をご覧くだ

さい。グローバル・フォーラムでどんな評価が
付くのか，イメージとして現時点での評価を一
覧で載せています。
イメージとして，優・良・可・不可の４段階

です。優がCompliant で，日本等が挙がってい
ます。良が Largely Compliant で，英国・米国等
が挙がっています。下２つが Partially Compli-
ant の可と，non―Compliant の不可です。現在
法制審査のみが終了した国が，執行面の審査に
入ります。今年１０月ぐらいに評価が一巡するこ
とになっています。
満足のいく評価がどこかという問題もありま

すが，下２つは満足のいく評価ではないので，
今後ブラックリスト化の可能性があります。

〔非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の
ための報告制度〕（国際課税資料１３）
自動的情報交換については，前後しますが，

国際課税資料１３にイメージ図を載せています。
ごく簡単に申し上げます。
共通報告基準をOECDが作りました。これ

に従って，A国・B国の居住者が日本の金融機
関に口座を持っているかどうかを洗い出し，金
融機関から国税庁に報告し，国税庁が仕分けを
してA国・B国に連絡します。
右側の図です。それをすることで相手国の

A国・B国から，日本の居住者がA国・B国
の金融機関に口座を持っていると，その情報を
国税庁に流してくれます。これをグローバルに
実施することで，海外の口座に所得・資産を隠
せなくなります。

〔自動的情報交換の実施時期に関する国際的な
状況〕（国際課税資料１８）
国際課税資料１８ですが，共通報告基準にコミ

ットしている国が１０１カ国あります。括弧付き
で書いてあるのは，皆様がタックスヘイブンと
言うと恐らく思い浮かべるであろうというよう
な国・地域です。そういった国・地域も含めて
相互に情報交換することをコミットしています。

〔税務行政執行共助条約の概要〕（国際課税資料
１９）
国際課税資料１９ですが，共通報告基準にコミ

ットした上で，実際に情報を自動的に流すため
のパイプとして，多くの国が一気に交換できる
ようにマルチの多国間条約があります。これに
８月１日現在で８３カ国が署名しています。
先ほどの共通報告基準にコミットし，かつ，

マルチの多国間条約に署名してもらうことで，
自動的情報交換のネットワークを拡大すること
になっています。これに協力できない国はブラ
ックリスト化をして，防御的措置を発動してい
く流れになっています。

〔G２０ハイレベル・タックスシンポジウムの概
要〕（国際課税資料２０）
国際課税資料２０でお示ししているものは，

BEPSプロジェクトの派生品のようなものです。
成都のG２０財務大臣・中央銀行総裁会議で，ハ
イレベル・タックスシンポジウムを開催しまし
た。
ここでご注目いただきたいのは，セッション

２の税の安定性の確保がテーマに挙げられてい
ることです。中身はお読みいただければと思い
ます。
真意として何を追求したかです。BEPSプロ

ジェクトで色々な国際合意を結びましたが，最
後に各国がやり過ぎず，ルールに沿った執行を
してくれることを確保することが，企業・投資
家にとって非常に重要です。これをモニターす
る努力も少し進めていかなければいけません。
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行動１４で紛争を迅速に解決することがBEPS
プロジェクトの中に入っていますが，それに加
えて国際ルールに従って課税をしていく意味で
の税の安定性を確保することを，今後BEPS
に合わせてやっていこうということで，シンポ
ジウムのテーマにしたものです。
次に行動１３の話に簡単に触れますが，行動１３

で導入した国別報告書をEUが公表する動きが
出ています。公表することそのものの是非につ
いては，ここでは触れません。
ここで問題になるのは，行動１３で，税務当局

間で条約の中で国別報告書を交換することを
BEPSで合意し，BEPS合意を今まさに実行し
ようとしている瞬間に，BEPSと似て非なるも
のとして，国別報告書をEUが独自に作って公
表するということです。これは税の安定性の意
味からすると，とても許せない動きです。
ハイレベル・タックスシンポジウムのセッシ

ョン２はOECDのグリア総長が司会をし，日
本から麻生大臣が出席し，アメリカからジャッ
ク・ルー長官，ドイツのショイブレ大臣，トル
コの副総理の４人がパネリストで参加しました。
麻生大臣が，税の安定性の観点からすると，

BEPSで決まったものと違うことを提案するの
は良くないことを強く発言し，EUのメンバー
ですがドイツのショイブレ大臣も確かにそのと
おりだと，こういうのは税の安定性の観点から
良くないと共感を示しました。アメリカのルー
長官もこれを支持し，大国３カ国でそういう動
きはやるべきではないと，税の安定性を高めて
いくことが重要であると話したことを紹介した
いと思います。
税の安定性に向けた努力を，BEPSと併せて

やっていくのが重要と考えています。

〔（参考）行動１３ 多国籍企業の企業情報の文
書化～「国別報告書実施ガイダンス」（２０１６
年６月公表）の概要～〕（国際課税資料２４）
先に触れてしまった行動１３の国別報告書につ

いて，最近の状況を紹介します。国際課税資料

２４に，今年６月に公表された実施ガイダンスの
概要を書いています。
関与された方はよくご存じかもしれませんが，

国別報告書は最終報告書の中では，２０１６年１月
１日以降に開始する会計年度を対象にすると書
かれています。ご承知のように日本は３月末・
４月１日開始の会計年度の会社も多くあります
し，実際われわれが法制化したときも４月１日
施行にしてあります。この３カ月間のずれをど
うするのかという，移行期間の問題がありまし
た。
各国の国内法制化に一定の期間を要する可能

性にも配慮するというのが，最終報告書にもと
もと書いてありました。それを具体化する形の
ガイダンスになっています。
具体的に何をすることになったかです。少し

わかりにくいですが，parent surrogate filing
（代理親方式）の内容が，３つ目のポツの所に
書いてあります。例えば，日本の国別報告書の
要請が始まる前であっても，企業が国別報告書
（CBCリポート）を作って提出する段階で既
に法律が通っていて，当局間合意が存在し，最
終親会社等の居住地国で必要な通知を行うなど
の要件が満たされれば，適切な国別報告書とし
て相手国も受け取ります。相手国が適切な国別
報告書として受け取るということは，子会社方
式で子会社から国別報告書を求めることはしな
いということです。実施段階の１つ大きなガイ
ダンスとして，紹介したいと思います。

〔行動１ 電子経済の課税上の課題への対処〕
（国際課税資料２５）
駆け足で恐縮ですが，その他の話として，国

際課税資料２５の行動１です。日本では対応済み
ですが，今後を展望してどんなことが起きるか
をお話します。
行動１では，他の行動を実施することで，電

子経済の課税上の問題は当面対応をできると整
理をしました。その当面がどれだけ続くのかを，
今後モニターしていかなければいけません。
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〔（参考）検討されたオプションとその問題点〕
（国際課税資料２６）
具体的に，国際課税資料２６に検討されたオプ

ションを挙げています。これをご覧いただくと
イメージが湧きやすいと思います。
一番上に Significant Economic Presence と書

いてあります。冒頭申し上げた，どれだけの活
動が相手国で行われるとその国で法人課税が行
われるかというメルクマールの PE概念は，物
理的な存在を前提に作られたものです。Perma-
nent Establishment なので，支店など物理的な
存在が相手国にどれだけあれば法人課税が始ま
るかということですが，経済活動が電子化され
ていくと，物理的なつながりがなくても同じ事
業活動が行えるようになるかもしれません。そ
うなると，PE概念がどうなっていくのか。物
理的な拠点がなくても事業ができるから，法人
課税をしなくてもいいことになるのか，物理的
なメルクマールに代わるメルクマールが必要に
なるのかという議論です。
BEPSプロジェクトの昨年の結論では，そう

いうことを考えるほどには電子化が進んでいな
い，要するに物理的拠点が全くない状態で事業
が行われることはそんなにないということでし
た。消費課税はバーチャルな取引でも既に適用
できるので，消費課税において消費地国で課税
することを貫徹していれば，そんなに大きな問
題ではないということでした。
そうは言いながら，オプションとして Signifi-

cant Economic Presence で，電子的に経済的な
存在が確認されれば，それを取っ掛かりにして
法人課税をするというオプションを考えてもい
いという話をしています。
来年以降に，状況のモニタリングを続けて，

どの段階でこういったオプションを現実に採用
すべきということを勧告することになるのかが，
今後のテーマになってこようかと思います。

〔行動１１ BEPSの規模・経済的効果の分析方
法の策定〕（国際課税資料２７）
最後に残された課題で，行動１１です。これも

昨年の段階では，BEPSの規模・経済的効果は，
取得可能なデータが十分ではないので，分析が
十分進みませんでした。これについても，各国
がデータ収集を進めていく話になっています。
現在入手可能なデータは，大体マクロの統計

です。BEPSの規模や効果を検証するには，企
業ごとのミクロなデータが必要になってきます。
各国が企業ごとのデータを取れるようにしてい
って，モニターできるように進めていこうとい
う話をしています。これが行動１１です。
駆け足になって恐縮ですが，私からは以上で

す。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，どうもありがとうござい
ました。最近の情報を限られた時間の中で大変
要領よくまとめていただき，わかりやすいご説
明をいただきました。ありがとうございました。
今のご説明について，若干補足させていただ

きます。国際課税資料２０に，税の安定性という
言葉が出ています。これは英文の，Tax Cer-
tainty を訳したもののだと思います。日本語に
訳すのが，なかなか難しい言葉です。税の安定
性と訳しても結構だと思いますが，人によって
は，税の予測可能性という訳し方をする場合も
あると思います。どれも大体同じような意味だ
と思っていただきたいと思います。
また，財界の方が大変心配していた移転価格

の文書化，特にカントリー・バイ・カント
リー・リポートについては，条約方式が基本と
いうことでまとまったので，多分ホッとしてい
る方が多いと思います。
それではただ今の緒方さんの説明に対して，

パネラーのお三方から順次ご質問・ご意見を頂
戴したいと思います。最初に青山さんからお願
いします。
―――――――――――――――――――――
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Ⅱ．BEPSプロジェクトの展開と，
税の透明性及び共通報告基準に
関するテーマについて

（青山） ありがとうございます。それでは私
から，まずBEPSプロジェクトの展開と，２
つ目の税の透明性及び共通報告基準に関する
テーマについて，コメントと質問を申し上げた
いと思います。
まずBEPSプロジェクトの展開については

非常に詳しい説明をいただいて，政治的な背景
等もわかり，ありがとうございました。京都会
合で包摂的枠組みが本格的に動き出したことは，
BEPS合意の一貫した実施が納税者の予測可能
性を促進する，特に途上国での合意と整合性の
ある対応を促進してくれるのではないかという
意味で歓迎したいと思います。
また，同じ文脈で，価値創造モデルの変化を

踏まえた，先ほどのお話にあった税の安定性の
確保を目指す，日米等が主導する新たな取組み
が始まったことにも期待したいと思います。
さらに，BEPS最終報告書までの間に，討議

文書内容についての政府・ビジネス間の頻繁な
意見交換体制が行われたことも評価したいと思
います。この背後には，浅川財務官をはじめ，
日本政府サイドの多大な貢献があったと思いま
す。
その上で以下の懸念事項についてコメントし，

ご意見を頂戴できればと思います。

〔手続きについて〕
１点目は手続き面です。先ほど説明があった，

国別報告書をはじめとした多国籍企業のドキュ
メンテーションルールです。詳しく説明してい
ただいた代理親制度による補完合意が当面の日
本企業の懸念でしたが，実質上納税者の懸念を
払拭していただきました。
もう１点，併せてわが国企業が懸念している，

EUの国別報告書のウェブ公表の問題です。こ

れは本来BEPSの合意の枠組みを超えたもの
です。BEPS合意がオーバーライドされてしま
うのではないかと懸念していましたが，G２０
ベースの会議でこれらの問題を税の安定性のコ
ンテクストの中で取り扱っていただいたことは，
やや安心できる材料ではないかと思います。
今後このようなオーバーライドする事例が出

てきたときは，タイムリーに色々な形での対応
をお願いしなければならないと思いますが，特
にアジアで活動しているわが国の多国籍企業に
とっては，例えば中国の過大なドキュメンテー
ション要請も気になるところです。これらにつ
いてもぜひケアしていただければと思います。
手続き面の２点目として，紛争解決です。

BEPSプロジェクトの１５項目のほとんどが，あ
る意味政府からBEPSを解消するための攻め
玉でした。一方穴を埋めていくBEPSプロジ
ェクトのソリューションが，解釈・適用によっ
ては新たな二重課税を生み出すのではないか，
従って紛争解決についてより真剣に取り組んで
ほしいというのが，納税者サイドの要望だった
と思います。
私自身は，攻め玉に比べて守り玉の検討が若

干遅れているのではないかと思います。紛争解
決（行動１４）についてはミニマムスタンダード
として位置付けてはいるものの，本当に実効性
のある紛争解決促進策が確保できるのか。２年
以内の解決についてもですが，これの背景には，
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例えば仲裁という１つの手段の受け入れ体制が，
途上国等で必ずしも整っていません。これらの
促進策について，成果が期待できるようなご努
力をさらにお願いできないかと思っています。

〔実体法について〕
次に，実体法について２点申し上げます。

BEPSの中心テーマである，価値創造地におけ
る課税を実現する諸改革で，色々な提案がされ
ました。現時点で，例えばApple を巡るアイ
ルランドでの課税に関して，アメリカ・EU間
での緊張感が高まっています。これらはBEPS
合意のグローバルな実現に，暗雲を投げ掛ける
材料になっているのではないかと思います。
そもそも，BEPSでは，パテントボックスの

緩やかな経過期間の設定や，CFC税制のベス
トプラクティス位置付けなど，各国の主権の尊
重や不遡及原則への配慮が前提とされていたと
思います。この点に関しては，英国の迂回利益
税も，英国での付加価値創造に対して広範な課
税権を及ぼすものであり，ある意味BEPSの
合意を時期的にも先取りしてオーバーライドす
る形の国内法改正でした。
こういった国際協調に水を差すものに対して，

今後OECD·G２０がどのように立ち向かっていく
のかについて，ご意見をいただければと思いま
す。
もう１点は，PS法（Profit Split）のガイダ

ンスと，PEへの帰属利得の計算ガイダンスに
ついては，非常に重要な討議文書として検討さ
れているというお話をいただきました。これら
はいずれも理念面の合意だけでは個別国による
拡大解釈や不当な適用を招きかねない分野なの
で，適用事例・計算事例を充実させた検討をビ
ジネスのコメントを反映させて完成していただ
きたいと思います。

〔税の透明性に関する取組みについて〕
大きな２点目の，税の透明性に関する取組み

については，先ほど非常に詳しいご説明をいた

だきました。共通報告基準に基づく自動的情報
交換等について，パナマ文書問題を踏まえた
色々な展開もご説明いただきました。
今までの租税競争プロジェクトの下での長い

間の取組みについては，先ほどのご説明にもあ
ったように，各国が約束したらそこで成果が出
たとして，その後，自然解消してしまいました
が，今回はこれからしっかりモニタリングをし
ていくという話がありました。そういった意味
で，今後の活動に期待したいわけです。
この点は，わが国の国内法の改正にもつなが

っていく可能性があると思います。これは第２
部とも関係すると思います。わが国の税制改正
にどのような見通しを持っておられるのかお伺
いしたいと思います。

〔グローバル・フォーラムの新基準について〕
最後の点になりますが，グローバル・フォー

ラムの新しい基準の中に，実質的支配者情報の
情報交換について今後より強力に拡大していく
という趣旨が書かれていました。実質的支配者
情報については，それを取得するのも，また，
その成果を的確に情報交換するのも困難性があ
ると思います。具体的にどのように実行可能性
を担保しようとしているのかについて，お伺い
できればと思います。少し長くなりましたが，
私からのコメントと質問にさせていただきます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に神山さん，よろしくお願
いします。
―――――――――――――――――――――

（神山） 緒方さん，限られた時間で国際課税
の来し方行く末についてまとめてくださって，
ありがとうございました。私からは大きく分け
て３つのコメント及び質問をさせていただきた
いと思います。
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〔税の安定性について〕
１点目は，国際課税資料２０でお話があった，

「税の安定性（Tax Certainty）」についてです。
BEPSの本丸が「国際的な二重非課税」の問題
に対処するための国際協調の枠組みだとすると，
そのコインの裏側である「国際的な二重課税」
という問題への対応は，BEPSの行動１４で相互
協議などの紛争解決として議論がされていまし
た。
本日の国際課税資料２０にあるような，G２０の

ハイレベル・タックスシンポジウムで出てきた
税の安定性（Tax Certainty）というスローガ
ンは，今後途上国や新興国による強引な課税に
対処するための，行動１４とは違った視点からの
新たな国際的な協調枠組みの構築に向けた萌芽
と考えることは可能なのでしょうか。この点の
ご感触などをご教示いただけませんでしょうか。
これが１点目です。

〔「税の透明性に関する非協力的地域を特定す
るための客観的基準」について〕
２点目は，国際課税資料１４でお話しがあった

「税の透明性」に関する，非協力的地域を特定
するための客観的基準についての質問です。い
わゆるブラックリストの基準定立については，
先進国と途上国，先進国と新興国の間での利害
対立と，利害の調整が必要なのは容易に想像さ
れます。

一方，先進国内部で，例えばアメリカとヨー
ロッパ諸国の間で，もし見えている景色が違う，
もしくは利害を調整しなければいけない局面が
出てくるといった感触などがあれば，ご教示い
ただけませんでしょうか。

〔BEPSプロジェクトについて〕
３点目は，BEPSについてです。国際課税資

料２を見ながら話をするのが，一番わかりやす
いかもしれません。研究者の視点から眺めます
と，望ましい行政的な規制手法の形式として，
大きく分けるとルールによる行政規制と，スタ
ンダードによる行政規制が考えられます。
教科書的に説明すれば，ここでいうルールと

は，言語表現が指し示す内容が個別事案におけ
る法適用者にとって明確な場合です。一方，ス
タンダードとは，適用に当たって，適用者によ
る複数要素の相互考慮が要求される場合です。
具体例として，車の速度規制がわかりやすい

と思います。例えば時速６０キロを超過したら，
直ちに違法とするのがルールです。それに対し
て不相当な速度を出すと違法にするのが，スタ
ンダードに基づく制度設計といわれます。
一般論としては，�１法制定の段階でのコスト，

�２個人・法人の行為・意思決定におけるコスト，
�３法適用者が具体的な事案を念頭に法を適用し
ようとする各段階でのコストという，３つのコ
ストがあります。各段階でのコストを勘案する
と，適用頻度が高い場合には，スタンダードよ
りもルールの方が望ましいのではないかという
議論がなされてきました。
そこでBEPSについて，この観点からの質

問をさせてください。BEPSの議論ではルール
的な手法を重視する部分があります。例えば行
動４の利子控除における固定比率ルールはまさ
に客観的なルールです。一方で，スタンダード
を重視する局面もあります。例としては，後半
でお話があろうかと思いますが，移転価格税制
の所得相応性基準などはスタンダード的な色彩
が強いように考えられます。このようにルール
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とスタンダードが混在しているように見受けら
れます。
BEPSの議論において，行動の各分野でスタ

ンダード的な手法とルール的な手法が混在する
結果となった要因はどこにあるのでしょうか。
例えば，国際的合意が取りやすい分野はルール
的な手法で合意がまとまり，国際的な合意が取
りづらい分野は，スタンダード的な手法で
BEPSに対処する傾向があると理解することは
可能なのでしょうか。
この点と関連して，移転価格もルール的な手

法である定式配分を全面から議論するのではな
く，利益分割法（PS法）の形で部分的に議論
されている理由は，各国間の利害対立による国
際的合意の困難さが背後にあると理解すること
は可能なのでしょうか。そうではなくて，他の
要因によってこういった現象が生じているので
あれば，ご教示いただけませんでしょうか。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 神山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは鈴木さん，どうぞよろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（鈴木） LIXIL の鈴木と申します。今日はよ
ろしくお願いします。緒方さん，わかりやすい
説明をありがとうございました。
私は今，LIXIL という会社にいます。この会

社は２０１１年に国内の５社が統合して成立した住
宅設備や建材のメーカーです。ここ数年は海外
の会社を複数買収しながら，積極的にグローバ
ル化を推進しているところです。
今，緒方さんにご説明いただいたBEPSプ

ロジェクトは，日本がリーダーシップを発揮し
ながら，OECD，G２０，その非加盟国まで巻き
込んだグローバルな枠組みで国際課税における
協調を話し合った，他に例を見ない画期的な偉
業であったと，企業の立場からも感じています。
このBEPSは，既に実施のフェーズにあり

ますが，企業に身を置く者としては，今後の展
開に多少の懸念も感じています。既に言い古さ
れた内容もあり恐縮ですが，せっかくの機会で
すので，身近な話を何点かコメントしたいと思
います。

〔国別報告書について〕
まず行動１３の国別報告書です。弊社は今まさ

にこの作成の作業を鋭意進めていますが，弊社
の連結グループにはM&Aをしたばかりで，
グループ入りして時間がたっていない国外関連
者も多く含まれています。その影響もあり，こ
の編集作業は現実的に難易度が高いものになっ
ており，外部のアドバイザーの費用なども含め
て，相当のコストも掛かっています。
国別報告書については，連結グループ内の税

務ガバナンスを強化する良い機会なので，ポジ
ティブに捉えなさいというご指摘もありますが，
実務を担当する身としては，残念ながらそこま
での心の余裕は持てていません。
さて先ほど緒方さんも言及されましたが，最

近の欧州委員会における提案のように，国別報
告書的な情報を企業に公開させようとする動き
があることを，大変懸念しています。
日本企業は一般的には人為的な租税回避等を

行っておらず，後ろめたいことも滅多にないと
いうのなら，身の潔白を証明させるために企業
に情報を開示させても問題ないのではないかと
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いう見方も一部にあるようですが，背景抜きの
中途半端な情報だけが独り歩きすれば，不要な
誤解を招く可能性があります。一方，中途半端
がよくないからといって，例えば無形資産の成
立の背景・経緯を含めた詳細な情報を全て公開
できるかといえば，それは企業秘密の塊ですの
で，そういった選択肢も現実的ではありません。
最終報告書において日本企業の意をくんで，

せっかく条約方式にして守秘性も高めていただ
いたことでもありますので，財務省におかれま
しては今後もBEPS参加国の中での足並みを
そろえた運用に向け，引き続きリーダーシップ
を発揮していただくことを希望します。

〔BEPSプロジェクトについて〕
次にBEPS全般の話になります。BEPS以前

は，OECDにおける国際課税はどちらかとい
えば居住地国課税を前提とし，二重課税排除を
目的として源泉地課税を制限してきました。一
方，今回のBEPSプロジェクトは，課税の空
白を防ぐために源泉地国の課税権の制限から課
税権の確保へ，また経済活動・価値創造地での
課税という，ある意味逆のトレンドで進められ
てきたことが特徴的かと思います。
この流れは，新興国にとっては課税の機会が

増えるということで，歓迎されただろうと思い
ます。現在われわれ企業が作成中の国別報告書
の情報も，新興国にとっては利益分割法等を用
いた移転価格課税の切っ掛けになる可能性があ
るともいわれています。
また今日は直接のご説明はありませんでした

が，PE認定の人為的回避を防ぐために，行動
７で PEの範囲が見直される方向と理解してい
ます。この PE認定の基準を緩くする議論も，
新興国からは大いに歓迎されるだろうと思いま
す。
但し，基準が緩められることで認定される

PEに帰属する利得については，先般OECDか
らディスカッションドラフトが出されていまし
たが，以前のサーバー PEの議論と同じように，

重要性のある利得が帰属する可能性はむしろ小
さいのではないかと，私は読み取りました。
先進国においては，PEが認定されても帰属

する利得の重要性は小さいというのであれば，
基準を緩めたことは納税者にとっては PEの申
告の手間が増えるだけですし，BEPS対策とし
ての効果もあまりないのではないかという考え
方もできます。
一方，新興国においては，PEは認定したけ

れど，利得はあまり帰属しなかったという結論
では課税当局は容易には納得しないのではない
かと懸念しています。つまり新興国で PEが認
定される場合は，やはり相当規模の利得の帰属
が認定されるのではないかと危惧する次第です。
以上述べましたように，本邦企業にとっては

今後新興国を中心に二重課税が発生する蓋然性
が高まったようにも感じます。従って行動１４は，
BEPSプロジェクトの中でも極めて高い重要性
を持つと考えます。財務省におかれましては，
BEPSの実施フェーズにおいても引き続き強い
リーダーシップで，新興国によるBEPS施策
の良いところ取りを許さないという，けん制力
の発揮を是非ともお願いしたいと思いますし，
仮に二重課税が発生した場合は，仲裁等を利用
しつつ，その徹底的な排除を重ねてお願いした
いと思います。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 鈴木さん，どうもありがとうござい
ました。それでは緒方さんの方から，ただ今の
お三方からの質問・意見についてお答えを頂戴
したいと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

（緒方） ありがとうございます。皆様から非
常に貴重な，有意義，かつ，色々と難しいご質
問をいただきました。できるだけ全てにお答え
したいと思います。
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〔税の安定性について〕
まず神山さんから，税の安定性は今までの国

際的二重課税の議論と少し似ているが異なる，
新たな国際的な協調枠組みの構築に向けた萌芽
なのかという話をいただきました。また，ルー
ルとスタンダードの違いという，非常に重要な
ご示唆もいただきました。
神山さんがご指摘されているのと，鈴木さん

もご心配されているように，今まで国際課税は
国際的二重課税をどうやって排除していくかと
いうことを主眼としてきましたが，新たにBEPS
プロジェクトでは，国際的二重非課税が生じな
いために隙間を埋めるという方向で議論してき
ました。勢い余って無茶な課税をされては元も
子もないので，この部分をどうするのか，どう
確保していくかということです。
１つは，仮に国際的二重課税が発生した場合

は迅速に解決するということで，BEPSプロジ
ェクトでは行動１４で議論しています。もう１つ
は神山さんがご指摘されたように，それを超え
る新たな協調の枠組みとして，無茶な課税をさ
せない，ルールに従った課税をしてもらう，税
の安定性という協力の枠組みは必要だろうとい
うのはそのとおりだと思います。われわれもこ
れを仕組んでいくのは大変ですが，成都でのハ
イレベル・タックスシンポジウムをはじめとし
て，今後新しい協調の枠組みを進めていきたい
と考えています。

〔ルール・スタンダードについて〕
ルール・スタンダードの話についてです。こ

れは完全に私見ですが，BEPSプロジェクトを
神山さんがご指摘いただいたルール・スタン
ダードの切分けで考えると，ルールの明確化・
策定を志向したと理解しています。誰が見ても
個別の事案で適用関係が明らかになるような共
通のルールを作り，かつ，ルールに基づいて確
実に実施していくということです。BEPSプロ
ジェクト自体がこのルールの明確化をしました
し，税の安定性の取組みは共通な国際ルールに

基づいた実施を確保していくという方向性だと
思います。
そうはいってもスタンダード的な部分がある

というご指摘は，全くそのとおりです。特に移
転価格については，スタンダード的な要素がど
うしても残ってしまいます。これをつらつらと
考えてみると，合意できる範囲でまとめたから
スタンダード的なものが入ったのではないかと
いうご指摘も，確かにあろうかと思います。し
かし，われわれ，構想に参加していた者たちの
感覚は，合意しやすいところに流れたというよ
りも，むしろ移転価格は本質的に相手国と合意
しない限り二重課税が残ってしまうという，非
常に難しい制度であるというものです。
ルールを明確化しても，トッププライオリテ

ィは相手国と合意できることです。例えば，定
式配分のように，相手国と最初から明確なフ
ォーミュラを合意できていれば，それは明確で
完全なルールになりますが，合意できるフォー
ミュラがなければ合意が存在しなくなって，二
重課税が残ってしまいます。従って，セカンド
ベストかもしれませんが，相手国との合意可能
性を最大限の目標と考えると，ルールには至ら
ないスタンダード的なところが残ってしまう構
造なのだと思います。

〔行動７について〕
行動７について，鈴木さんと青山さんから

色々とご指摘をいただきました。全部には，お
答えしにくいですが，行動７でやろうとしたこ
とは人為的な PE認定の回避への対応です。
本来であれば相手国で法人課税が行われるぐ

らいの事業実体があるにもかかわらず，人為的
にあたかもそのような実体がないかのように
PE認定を回避する行為があったときにこれに
対応しようという話です。本来見えているはず
の PEが見えなくなっているときに，これを新
たに見えるようにするところが主眼なので，帰
属利得がどれだけ生じるか・生じないかとは，
少し違う次元の話をしています。
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PE帰属利得については，７月に公表された
ディスカッションドラフトでも紹介されていま
すが，実際に丁寧に機能分析等を適用していく
と，比較的合理的に帰属利得が計算されること
になります。事実関係によっては多額な所得が
帰属するケースもありますし，移転価格的な分
析でほとんど吸収されて，PE的な分析では帰
属利得が限定的になることもあります。これは
是々非々でやるしかないと考えています。
鈴木さんが心配されているのは，相手国に無

茶な課税をされないための源泉地国・進出先国
での課税に一定程度制限を掛ける PEの機能が，
全然果たせなくなるのではないかということだ
と思います。その点については，われわれも同
じ懸念を共有しています。ここは非常に難しい
ところです。
直接的に申し上げると，PEは２国間の条約

に規定されているメルクマールなので，仮に相
手国が無茶な課税をしそうな国であれば，
BEPS合意にかかわらず，その国との間では
BEPSプロジェクトで決めた PEの拡大をしな
いという選択肢も当然あります。そういう判断
も含めながら，全体的にバランスを取って無茶
な課税をされないようにしつつ，人為的な PE
認定回避にも対応できるようにしていくことを
目指したいと思っています。

〔BEPSプロジェクトを超えた課税の動きにつ
いて〕
EUによる国別報告書の公表やアイルランド

のApple の課税問題，イギリスの迂回利益税
など，BEPSプロジェクトの国際的な議論でさ
れてきた合意を超えた課税を各国がする動きに
対する懸念を，青山さんや鈴木さんからいただ
きました。
冒頭の話の中でも申し上げましたが，われわ

れも非常に問題だと思っています。せっかく国
際協調でルールをそろえて，一貫して実施する
枠組みを立ち上げているので，それに沿わない
形で各国が独自に課税をするのは非常に大きな

問題だと思います。
青山さんが，OECDとしてどうやって立ち

向かっていくのかというご質問をされています。
問題だとは思いながら，最後は各国の主権の問
題なので，お前の国の制度のこれはやめろと言
うのはなかなか難しいです。
何ができるかというと，BEPSプロジェクト

の今後の「包摂的枠組み」でもそうですが，ピ
ア・レビューしかありません。G２０のコミュニ
ケでも繰り返し出てきますが，各国が協調して
一貫した実施をすることをハイレベルで確認し，
それを取っ掛かりにしてピア・レビューしてピ
ア・プレッシャーを掛けていくしかありません。

〔行動１４について〕
同じような流れで相互協議・行動１４について，

実効性が期待できるのかという厳しいご指摘を
青山さんからいただきました。これは申し上げ
たように，各国の主権の話なので，どれだけ強
制できるか，どれだけ実効性を確保できるかは
なかなか難しいところです。
そうはいっても，BEPSプロジェクトの中で

幾つか努力しています。行動１４はミニマムスタ
ンダードになっていますが，その作り方を少し
工夫しています。相互協議を２年以内に終える
という，努力目標がミニマムスタンダードに入
っています。
努力目標がミニマムスタンダードというのは

変ではないかと，皆さんは思うと思います。平
均して２４カ月以内に相互協議を終えるようにと
いう努力目標を立てていますが，ミニマムスタ
ンダードの対象はこれではありません。各国が
どれだけ時間がかかっているか共通の統計を出
します。この統計で，２４カ月の努力目標に向か
って各国の進捗（プログレス）を相互にモニター
することがミニマムスタンダードになっていま
す。行動１４は，比較可能なデータを各国が提供
することで各国の進捗を測れるようにして，相
互監視していくことにコミットすることがミニ
マムスタンダードになっています。
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こういう構造なので，若干間接的で迂遠に感
じるかもしれませんが，外堀を埋めてピア・プ
レッシャーを掛けていく形を考えています。
青山さんがご指摘されていたことに加えて，

仲裁規定は，残念ながらBEPSプロジェクト
の中ではオプションになってしまいましたが，
第２部で出てくる行動１５の多数国間協定の中で，
仲裁規定をオプションとして条文化することが
できました。それも併せて，こういったものを
さらに参加国を拡大する形で実効性を確保して
いきたいと考えています。

〔税の透明性について〕
最後に，税の透明性に関する部分です。青山

さんから，コミットをしては発展的解消をして
いくことの繰り返しだったというご指摘をいた
だきました。われわれは，基準を作って各国に
コミットさせて，コミットが満たされるとその
プロジェクトが発展的に解消するプロセスは，
今後も繰り返しになると思っています。
今後はお示しした３つの基準に基づいて，ブ

ラックリスト化して対抗措置を発動していくこ
とになりますが，こういう仕組みを作るとほと
んどの国がどんどん基準を満たしてくるように
なります。そうすると，ブラックリストに載る
国がなくなってきます。それを見越して，将来
改定していくことも含めて今回の基準を考えて
います。走りながら，みんながスタンダードを
満たすようになればさらに高いスタンダードを
設定し，ステップ・バイ・ステップで前に進ん
でいくことを考えています。
青山さんから，最近の評価基準として実質的

所有者（Beneficial Ownership）が入ってきて
いるというご指摘いただきました。今までは税
の観点から基準を作っていましたが，今後はさ
らに踏み越えて，実質的所有者についても相互
にモニターを始めることになっています。
どうやって実効性を確保していくのかですが，

話せば長くなるので，簡単に紹介します。お金
を動かしている実質的所有者を特定する動きは，

税の観点というよりもマネロン対策やテロ資金
対策であります。FATFという金融作業部会
があり，そこで基準を作っています。
税に限らず，不正な資金の流れを押さえるた

めに，実質的所有者の特定を進めています。税
はそれに乗っかっています。FATFのマネロ
ン対策のための基準を守っていれば，税の観点
からも実質的所有者が入手できるようになるは
ずです。
金融機関は，自分の所に開設されている口座

を実際に保有している人を特定することがマネ
ロン対策で義務付けられているので，口座を開
いたら実質的所有者を特定できるようになって
いて，税の観点からもそれを吸い上げて，交換
できるようになっているかをモニターしていく
構造になっています。従ってマネロン対策と税
の二人三脚でやりながら，そこは進めていきた
いと考えています。
神山さんから透明性の基準等で，アメリカや

ヨーロッパで意見の違いがあるのかというご質
問をいただきました。その観点から少しだけ内
話を紹介します。
国際課税資料１４の３つの基準の裏にも，各国

間の思惑の違いが透けて見えるものが幾つかあ
ります。基本は客観的基準なので，アメリカだ
ろうが他の国だろうが客観的に適用されます。
基準が３つあると申し上げましたが，四角囲

いの一番上に，下記の３つの基準のうち２つ以
上を満たさない国・地域は駄目だと書いてあり
ます。基準を３つ挙げながら，何で３分の２な
のか。
共通報告基準はOECDが作ったもので，ア

メリカはコミットしていません。共通報告基準
を作る切っ掛けになった，アメリカのFATCA
という法律があります。これはアメリカが外国
の金融機関に，アメリカ人が持っている口座情
報をアメリカによこせという法律です。それに
よってアメリカは自動的情報交換を実施してい
ます。そうであるが故に，アメリカは共通報告
基準にはコミットしていません。アメリカはこ

― 158 ―



の基準を満たせませんが，アメリカがブラック
リスト化されるのはどうなのかということ
で，２つ以上を満たさない国ということになっ
ています。
基準１は要請に基づく情報交換で，基準２と

３が自動的情報交換と申し上げました。基準１
は先ほど紹介したように，優・良・可・不可の
４段階で，実施の面も含めて深いピア・レビ
ューを行っていますが，基準２はコミットすれ
ばマルで，基準３は条約に署名すればマルです。
基準１がバツの人が，基準２と３がマルになっ
て３分の２を満たしてOKになるとバランスが
悪いので，基準１が本当にひどい人は，それだ
けでブラックリストに載るという複雑な構成に
なっています。
各国それぞれの思惑があるのと，客観的基準

もそれぞれの国の状況・思惑・方向性の争いの
中で作られてきているという紹介です。質問に
答えられたかはわかりませんが，紹介させてい
ただきました。ありがとうございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，以上で第１部を終わらせて
いただきます。次に第２部「BEPS合意に関す
る今後の対応」で，外国子会社合算税制あるい
は利子の控除制限などについて，今後どのよう
な方向で検討が進められるか議論を進めたいと
思います。
それでは最初に緒方さんの方から，ご説明を

お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．BEPS合意に関する今後の対
応（行動３，４，８～１０，１２，１５）

（緒方） 今後の対応で，行動３，４，８～
１０，１２，１５と盛りだくさんですが，ご説明した
いと思います。

〔行動３ 外国子会社合算税制の強化〕（国際
課税資料２８）

〔（参考１）日本の現行制度〕（国際課税資料２９）
全体をお話していると相当時間がかかってし

まいますので，かいつまんでお話することをお
許しいただければと思います。
日本の現行制度の概要が国際課税資料２９にあ

ります。日本の現行制度は外国子会社を会社単
位で見て，会社単位の税負担割合が２０％未満で
あるものをピックアップします。
適用除外判定で，４つのメルクマールがあり

ます。この４つのメルクマールを使って，会社
全体として実体があるかを判定し，実体がなけ
れば会社単位で合算します。会社全体として実
体があるとされた場合であっても，特定の資産
性所得（実体があってもなくても得られる所
得）があればその部分だけ部分的に合算する制
度になっています。

〔（参考２）BEPS勧告の内容〕（国際課税資料
３０）
BEPS プロジェクトでどういう議論がされた

のかは国際課税資料３０にあります。色々なアプ
ローチが紹介されています。１つは真ん中の対
象所得の定義というところがアプローチです。
報告書のとおりに３つに分けて紹介しています
が，実質的には２つです。カテゴリーアプロー
チと実質アプローチはほぼ常にセットになるも
のです。
日本の制度は会社単位と申しましたが，

BEPS報告書のカテゴリーアプローチ・実質ア
プローチは基本的に所得ごと（配当・利子・保
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険等）に判定し，その所得を稼得するだけの実
質があるかを見ます。実質がなくて得られてい
る所得があれば，それを対象にするアプローチ
です。
もう１つが超過利潤アプローチです。所得ご

とのアプローチをしていると切分けが大変なの
で，もう少しざっくりと，通常所得を超える部
分については，その会社が得るだけの実質を持
っていないことにします。
通常所得と超過利潤をどう分けるかは，なか

なか難しい問題です。ざっくり申し上げると，
子会社が持っている事業用資産から普通得られ
るであろう所得を通常所得にします。それを超
える所得は，本来そこに帰属しているべき所得
ではないはずなので，その部分だけ親会社に合
算するというアプローチです。このような形の
ものがBEPSプロジェクトで議論されていま
す。

〔平成２８年度与党税制改正大綱（抄）〕（国際課税
資料３２）
日本としてどうするかですが，国際課税資料

３２をご覧ください。租税回避リスクの高い所得
への対応等を含め，経済実体に即して課税を行
うべきとするBEPSプロジェクトの基本的な
考え方を踏まえ，租税回避の防止という制度の
趣旨や，産業競争力や経済への影響，適正な執
行の確保を総合的に検討して結論を得ることが
与党の税制改正大綱に書かれています。

〔①国外所得（外国子会社）への課税方式と
CFC税制の関係〕（国際課税資料３３）
国際課税資料３３は，理念的な整理です。時間

がありませんので，詳細は省きますが，全体と
して，日本の歴史的な制度でもありますが，世
界の制度を理念として整理し，理念的な全世界
所得課税，現実の全世界所得課税，外国子会社
配当益金不算入制度の３つの切口で書いてあり
ます。
理念的な全世界所得課税は，配当してこよう

がなかろうが，子会社ネットワークが得た所得
を全部親会社の所在地国で発生時に課税するこ
とです。これはなかなか実現が難しいです。ア
メリカのオバマ政権もミニマムタックスの提案
をしていますが，現実には難しいです。
ほとんどの所が，現実の全世界所得課税です。

昔のイギリス，日本，現在のアメリカはこれで
す。全世界所得課税といいながら，配当してき
たときだけ課税所得に加えるアプローチです。
日本やイギリスが２００９年から移行した外国子

会社配当益金不算入制度は，外国で実質を伴っ
て活動した所得については日本で課税しないと
いう制度になっています。
一般化するのはなかなか難しいですが，世界

的な潮流としては�１～�３と順を経て，今や�３に
動いてきているとわれわれは見ています。ここ
で注意しなければいけないのは，これによって
良くない税の競争がどれだけ進んでいくかとい
うことです。伝統的に，全世界所得課税をやめ
ると税の競争が激化してしまうという批判があ
ります。
１９９８年の「有害な税の競争報告書」以降の国
際的な議論の中で，税の競争とはどういうもの
を言っているのでしょうか。最近整理されてき
たものは，実質を伴う活動については税を理由
に外国に行ったとしてもやむを得ない，問題に
しなければいけないのは，昔は足の速い所得と
言っていた，今は受動的所得と言っている，実
体を伴わないで移動する所得が税によって誘引
されることです。これは良くありません。この
部分の競争だけ抑制するように注意し，制度設
計をしようという議論になっています。
詳細に入れませんが，全体のイメージとして

はそういう議論が行われています。

〔②―１：米国CFC税制の合算対象所得の概
要〕（国際課税資料３４）
各国でどういう工夫をしているかが，３枚の

絵で描かれています。ごく簡単に紹介します。
アメリカの合算税制は，非常に古い制度です。
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所得ごとに見て，リスクの高い所得（サブパー
トF所得）を特定しています。
１つ目のカテゴリーがいわゆる受動的所得と

いわれている利子，配当，使用料といった，実
質的な活動をしなくても得られる所得です。２
つ目，３つ目のカテゴリーは，関連者の取引で
す。関連者は所得移転のリスクが高いので，関
連者の取引を取り上げています。詳細は省きま
すが，４つ目のカテゴリーの保険所得も移転リ
スクが高いです。
リスクの高い受動的所得と，リスクの高い所

得を所得類型ごとに取り上げて，所得類型ごと
にある程度税負担をしているか，全体でリスク
の高い所得の比率が低いかなどの振り分けをし
た上で合算対象を決めています。これがアメリ
カの制度です。

〔②―２：英国CFC税制の合算対象所得の概
要〕（国際課税資料３５）
イギリスも昔から合算税制を持っていました

が，日本と同じく２００９年に外国子会社配当益金
不算入制度を導入して，それに合わせて合算税
制を見直しています。これは比較的新しく作り
直した制度になっています。
イギリスも所得アプローチを取っています。

所得のカテゴリーを事業利益，非事業金融利益，
事業金融利益，リスクが高いキャプティブ保険
事業に分けて，真ん中で合算対象を切り分けて
いきます。基本的なメルクマールは，イギリス
に本来帰属すべき利益かどうかという視点で切
り分けています。詳細は省きますが，本来イギ
リスにある機能・資産に着目し，イギリスに帰
属すべきものなのに子会社に付いているものを
切り分けて，合算対象にします。
それに加えて，事業体レベルでの適用除外基

準があります。所得ごとに見ていくと，事務負
担が大変です。適用除外地域とは，いわゆるホ
ワイトリストです。日本やアメリカが挙がって
います。日本やアメリカにある子会社は，それ
だけで許すということです。適用猶予期間は，

グループに加入して１年未満であれば合算税制
を適用しないということです。低利益率免除と
は，営業費用に占める会計利益の割合を見て
１０％以下ならいいということです。色々な切口
で事業体レベルで見て，適用免除をして事務負
担を軽減しているのがイギリスです。

〔②―３：ドイツCFC税制の合算対象所得の
概要〕（国際課税資料３６）
３つ目の例で，国際課税資料３６にドイツを挙

げています。英米とは少しアプローチが違いま
す。受動的所得・リスクの高い所得を切り取り
にいくというよりは，外国子会社が実質を持っ
て活動している事業をより分けるアプローチで
す。
一番左の能動的所得で，実質を伴って活動し

ていると思われる所得カテゴリーを全部挙げて
います。当然色々なものが入ってきます。これ
については基本的に実質があるので合算しなく
てもいいことにしつつ，本来実質がある能動的
所得のように見える所得でも受動的なものがあ
るので，受動的なものをもう１回抜き直して合
算対象にしています。理屈的にはわかりやすい
ですが，制度的には複雑なやり方をしています。

〔外国子会社合算税制 見直しの方向性〕（国際
課税資料３７）
そういった諸外国の例を見ながら，日本とし

てどのような改正の方向性を考えているかです。
第１部で申し上げたように，２９年度改正での

対応に向けて調整を進めています。まだ調整途
中でどうなるかはわからないので確定的なこと
は申し上げにくいのですが，問題意識としては
イメージ図をご覧いただくと，今は会社単位で
判定しているので，色々な入り繰りがあります。
赤く囲ってある，実体を伴わない所得であって
も合算されない部分と，実体があるのに合算さ
れてしまう部分が出てくる構造になっています。
この辺を，実体のある事業であれば合算対象

外にし，実体がなければ合算対象にするという
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切分けをしようとするのが右下のイメージ図で
す。その際に過度な事務負担が生じないように
配慮したいので，このバランスをどう取るかを
考えています。
まだ詳細を申し上げる段階ではありませんが，

右上のイメージ図に戻ってください。今の制度
は，トリガー税率２０％です。今は外国子会社合
算税制と呼んでいますが，昔はタックスヘイブ
ン対策税制と呼んでいました。タックスヘイブ
ンのような軽課税国にある子会社を使って租税
回避をしているときに，これが発動するように
しています。軽課税であればこの税制が発動す
るので，トリガー税率としています。これが２０％
になっています。
BEPSでの議論は実質があるかどうかを見て

いくので，軽課税環境にあるかどうかを必ずし
も見ていません。具体的には，実質がある活動
であれば，軽課税であっても合算しません。日
本より税負担が高ければ問題ないですが，実質
がなければ税負担に関わらず課税していくのが
BEPSの原則だったので，今のトリガー税率の
位置付けは変わります。
今のトリガー税率は税負担が低いことの基準

であると同時に，一定のリスクの低い会社を制
度の対象から除く機能もあります。この機能に
着目します。制度適用免除基準の検討・設定と
ありますが，今のトリガー税率と実質的に同じ
ことをすることを考えています。会社単位で租
税負担率が２０％以上の会社は基本的には適用免
除していくことを柱にし，中身が全くないペー
パーカンパニーや，第１部で出たブラックリス
ト化された国に存在している会社など，明らか
に危なそうな所については合算していきます。
第１部でApple の事例に関するお話がありま
した。詳細には触れませんが，中身が全くない
ペーパーカンパニーに所得がたまっていました。
トリガー税率の２０％基準の下にあっても，実

体があれば課税しないといった，両面のものを
バランスしながら，現行のトリガー税率を実質
的に維持する枠組みの中で調整を進めていきた

いというのが現状です。これが外国子会社合算
税制に関する大きな枠組みです。

〔行動４ 利子控除制限ルール〕（国際課税資料
３８）
〔【行動４】利子控除制限：制度の基本及び日
本の現行制度（「過大支払利子税制」）〕（国際課
税資料３９）

〔【行動４】利子控除制限：「BEPSプロジェク
ト」の結論〕（国際課税資料４０）
次が国際課税資料３８以降の利子控除制限ルー

ルですが，国際課税資料３９で過大支払利子税制
という日本の現行制度が出ています。日本の現
行制度は，会社の所得に対して過大に支払って
いる利子の損金算入を否認します。これと同じ
ようなイメージで，国際課税資料４０で，企業の
EBITDAの１０～３０％で各国が決める水準を超
えた部分は，過大な支払利子として損金算入を
否認することがBEPS最終報告書で書かれて
います。
日本の過大支払利子税制は，ほとんど同じで

すが，１０～３０％と書いてある部分が現状は５０％
になっていますので，最低限５０％を１０～３０％の
間のどこかに引き下げていくことが必要です。
もう１つの論点として，右側にグループ比率

ルールと書いてあります。１０～３０％のどこかで
決める固定比率を超えていても，グループ全体
が本当の第三者から借りていれば，その第三者
借入比率まで適用を免除することを併せて入れ
てもいいことになっています。この部分につい
ては，ガイダンスを作る作業が進んでいます。
こういった状況を見ながら，今後制度化を考え
ていくことになります。

〔行動８ 無形資産取引に係る移転価格ルー
ル〕（国際課税資料４１）

〔評価困難な無形資産に係る移転価格ルールの
策定〕（国際課税資料４２）
続いて，行動８の特に無形資産に係る移転価

格についてです。全部は触れませんが，一番大
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きなものを国際課税資料４２で紹介しています。
評価が困難な無形資産の移転について，所得相
応性基準を入れてはどうかということが勧告さ
れています。
所得相応性基準とは何か。例えば，ある無形

資産があって特許を開発し，この特許がものす
ごくもうかるとわかっているので，高い値段で
海外の子会社に移転すると，それだけ所得が発
生します。課税所得が上がってしまいますので
本来よりも安い価格で軽課税国に所在する国外
関連者に移転し，海外の子会社で無形資産の使
用料を回収すれば，租税回避ができるわけです。
課税当局側としては，国外関連者に移転された
無形資産が後ですごく大きな収益を得ると，こ
んなにもうかっているなら移転したときの価格
がおかしかったのではないかということになり
ます。今申し上げたような場合のほか，所得相
応性基準とは，無形資産から生じる将来キャッ
シュフロー等が不確かなものに対して事後的に
発生した所得に合わせて移転価格を調整すると
いうもので，こういったものを導入してはどう
かということです。
今の説明でほとんどの方が感じたと思います

が，非常に大胆なルールです。事後的に昔にさ
かのぼって価格調整をするので，色々な問題が
出てきます。ですので，導入する場合は限定的
にします。最終報告書でも，適用が免除される
場合としてスコープを制限しています。
詳細には入りませんが，当事者が予見できて

いなかったとか，価格設定が合理的であったこ
とを示せれば適用しません。それから，当初予
定していた価格と実際に発生した価格が２０％よ
り乖離していなければ適用しないことになって
います。また，いつまでたっても適用されるこ
とになると安定性が相当阻害されるので，一定
程度の期間が過ぎれば適用しないというたがを
はめることが，既に昨年の最終報告書で触れら
れています。これをベースにして実施ガイダン
スを策定しているので，将来的にはパブリック
コメントにも付されると思われます。それに基

づいて導入を検討していくというものです。

〔行動１０ 他の租税回避の可能性の高い取引に
係る移転価格ルール〕（国際課税資料４４）
第１部でも少し触れましたが，国際課税資料

４４の①に利益分割法の適用の明確化があります。
これは，ディスカッションドラフトが出て，１０
月にパブリックコンサルテーションが行われま
す。

〔行動１２ 義務的開示制度〕（国際課税資料４５）
国際課税資料４５から，義務的開示制度が紹介

されています。この中身をごく簡単に紹介した
いと思います。
義務的開示制度とは，後追いでBEPSを見

つけたらその効果を無効化するだけではなく，
根っこに立ち返って，BEPSをしようとしてい
る瞬間を捕まえたらどうかということです。租
税回避スキームを開発して販売する人（プロ
モーター）がスキームを開発した場合は，プロ
モーターにこれを当局へ報告させる制度です。
現在，国際課税資料４５に挙がっている何カ国か
が導入しているので，それを元に検討してみよ
うというものです。次に勧告の中身が書いてあ
ります。

〔（参考）報告義務に係る項目ごとのオプショ
ン・勧告�１〕（国際課税資料４６）
国際課税資料４６は報告対象の範囲をお示しし

たものです。租税回避スキームといっても，租
税回避はなかなか定義できないと皆さんは思う
でしょうし，まさにそのとおりです。租税回避
が定義できるぐらいなら，租税回避を防止する
規定そのものを入れてしまえばいいわけです。
義務的開示制度は，租税回避を定義するので

はなく，租税回避リスクが高そうなものを，租
税回避という観点ではない基準で特定しようと
いうものです。真ん中に一般基準と書いてあり
ます。利用者に対して守秘義務が掛かっている
ものと，節税効果があったときに成功報酬があ
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るものは租税回避スキームであるリスクが高い
ので，基準に入れることになっています。これ
だけではまだ漠然としているので，もう少し個
別的にスキームの範囲を絞るために，個別基準
も併せて入れていいことになっています。
左に括弧書きで，前提条件として租税利益（閾

値）と書いてあります。日本語としてわかりに
くいですが，目的によるスクリーニングでメイ
ンベネフィットテストとメインパーパステスト
という，租税回避目的があるかどうかを付加的
に付けてもいいというものです。これはなかな
か難しいので，括弧書きで書いてあります。一
般基準・個別基準の組み合わせで対象を特定し
た上で，基本的にはプロモーターにスキームを
報告させる制度です。

〔（参考）報告義務に係る項目ごとのオプショ
ン・勧告�２〕（国際課税資料４７）
国際課税資料４７は，報告させるとどういうこ

とが起きるのかをお示ししたものです。報告し
たことによる効果は，実はほとんどありません。
報告したからといって当局からお墨付きが得ら
れることはないし，与えてはいけないと報告書
に書いてあります。お墨付きを与える事前照会
制度や協力的なコンプライアンス制度は別途あ
りますので，それはそれでやるとして，義務的
開示制度は租税回避リスクが高そうなものを報
告してもらう制度です。報告された租税回避が
本当に行われていれば法制的に対応するとか，
報告してもらうことでそのスキームをやらない
ようにする抑止力を作ることを目的にしていま
すので，報告したことによってお墨付きが得ら
れることもないし，報告したからといって必ず
租税回避を意味するものでもないことがこの制
度のポイントになっています。

〔各国の義務的開示制度の比較〕（国際課税資料
４８）
国際課税資料４８をご覧ください。各国で似た

ような制度を入れています。これを日本として

どう考えていくのか今後議論すべきものとして
思っています。

〔行動１５ 多数国間協定の策定〕（国際課税資料
４９）
最後ですが，行動１５，多数国間協定の策定に

ついてです。BEPS行動の中で，国内法で対応
するものについては，今まで申し上げたような
項目がありますが，条約を改正することで対応
する項目も幾つかあります。
具体的には，行動２の関連では条約上の相手

国と自国との間で課税上の取扱いが異なる団体
や仕組みについて，その取扱いの違いを埋める
ための規定を入れるというのがあります。行動
６の関連では条約の濫用防止に関する規定，行
動７の関連では PEの人為的回避の問題に対処
するための規定，行動１４の関連では相互協議や
対応的調整に関する規定などがあります。さら
に，先ほど申し上げたとおり，オプションでは
ありますが，本協定によって義務的・拘束的仲
裁の規定の導入が可能となり，２国間でオプシ
ョンを選択する場合には，条約を通じて仲裁を
実施することが可能となります。
行動１５に関しては，このようなBEPS対抗

措置を２国間の交渉に基づく条約改正により実
現することは大変なので，１つの多数国間協定
に署名して適用することで，２国間条約の該当
箇所が全部置き換わる協定を作る作業をしてい
ます。
これについては今年の年末に署名のために開

放することを目指して，今条文を詰めていると
ころです。ちょうど今週パリでこの作業を行っ
ており，基本的には条文がほぼ確定したという
報告を聞いております。
今後ですが，１１月に最後の交渉会合がありま

すが，サブスタンスはほとんど固まっています
ので，１１月会合では，参照の間違いや，エディ
トリアルな修辞上の修正を加えます。もう１つ
重要なのは，Explanatory Statement という，
モデル条約であればコメンタリーに相当する解
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釈指針を併せて作る話になっています。こうい
ったものをパッケージとしてまとめた上で，１２
月に署名のために開放します。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，どうもありがとうござい
ました。従来の日本の税制を扱ってきた者から
すると，外国子会社合算税制の変更，あるいは
租税回避の報告義務も，考えにくいものである
かもしれません。いずれにしてもそういうこと
をこれから年末にかけて相当議論し，法制化さ
れていくことになると思います。
それではパネリストのお三方から，今の説明

について順次ご意見・ご質問をいただきたいと
思います。最初に青山さん，よろしくお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．今後の対応に関する意見

〔CFC税制について〕
（青山） ありがとうございます。今の説明で，
これからのわが国が税制改正にどういう項目に
重点を置いて検討していくかがよくわかりまし
た。幾つかの項目について，コメントと質問を
したいと思います。
まずCFC税制です。行動３に基づくCFC

税制の改正は，日本の産業界が現在最も関心を
持っている税制改正項目です。
一時報道で，事業体ベースから所得ベースへ

の大幅改正の可能性が伝えられました。このた
め，長年にわたって当局・ビジネスの微妙なバ
ランス感覚の下で，ある意味定着しつつあった
日本のハイブリッド方式のメリットがなくなっ
て，納税者に対し新制度へハードランディング
を求めることになれば，グローバルビジネスリ
スクが高まるのではないか，あるいは高度なコ
ンプライアンスコストが掛かるのではないかと
心配されてきたところです。

本日緒方さんの最新の検討状況の国際課税資
料３７の図を拝見して，今申し上げた懸念につい
て多少解消されたので，安心した部分もありま
す。
BEPSプロジェクトを受けた改正なので，

BEPS防止の機能に着目した能動的所得か受動
的所得という区分でのCFC税制の基本設計の
方向性は理解できると思います。ただし租税回
避防止の観点から見ると，グループ法人の合理
的な事業活動を概括的に適用除外する上では，
従来のエンティティベースの閾値の有用性はコ
ンプライアンスコストとの関係で捨てきれない
と思います。そういった意味で，先ほどの説明
を歓迎したいと思います。
各論として，２点だけコメントをいただけれ

ばと存じます。受動的・能動的といっても，判
別困難な所得があると思います。両方にまたが
るものをどう取り扱うのかです。それから関連
者間取引は今後どのような目で制度設計をする
かについて，もし差し障りがなければ検討状況
を教えていただければと思います。

〔利子控除について〕
先ほどの説明でほぼ尽くされていると思いま

すが，わが国の５０％の閾値を仮に引き下げると
なると，先ほどオプションで示されたグループ
比率ルールが，わが国で制度設計をするときに
非常に重要になってくると思います。最終報告
書のガイダンスを踏まえて，どのように税制改
正に取り組まれるのか。また，その時期はCFC
税制の次ぐらいになるのか，タイミングも合わ
せて伺えればと思います。

〔移転価格税制について〕
移転価格税制については新しいアイデアの所

得相応性基準と従来の中身を明らかにする PS
法が BEPSの中で出されています。一般的に
は，これらが出番として出てくるのは基本的に
ラストリゾートの場面ではないかと思います。
移転価格の中で，かなり例外的な場合です。
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例えば，これは所得相応性基準にも関わりま
すが，実際所得を分割する手法は相互に密接な
関係のあるリスクを関連者間でシェアし合うと
いう，実質関係があるときでないと起こってこ
ないと思われます。そういったことについての
ガイダンスが，今議論されていると思いますが，
これらを踏まえた国内法改正はどのようなタイ
ミングでこれから取り組まれるつもりなのかが
おわかりなら，教えていただきたいと思います。

〔義務的開示制度について〕
先ほどの説明で，まず情報の開示による租税

回避スキームへのけん制効果は理解できました。
ただ，これを伺うと，誰もが開示情報を活用し
て課税を行う際の税制はどういう受け皿になる
のかが気になります。どのようなことが今後検
討の俎上に上がってくるのかをお伺いしたいと
思います。
これまでのわが国の国際課税制度の整備状況

で，帰属主義の法制化などを見ていくと，私見
ですが，義務的開示制度のスタートを契機にい
きなり一般的否認規定導入問題を，正面から議
論する環境にはないとも思いますが，いかがで
しょうか。

〔多国間協定について〕
多国間協定は納税者も期待していますが，条

約文のドラフティングのプロセスでは，ビジネ
スに対するドラフト内容の開示が残念ながら積
極的に行われていないように思います。これは
単なる杞憂であればいいのですが，しょせん１５
の項目のうち合意したものをどう入れるかだけ
なので，コンサルテーションの必要はないとお
考えかもしれませんが，適時にビジネスに対し
その中身についての情報の開示をしていただけ
ればと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは神山さん，よろしくお願いし

ます。
―――――――――――――――――――――

（神山） 私からは，大きく分けて４つの質問
とコメントをさせていただきます。

〔CFC税制の改正について〕
１点目は，国際課税資料３７に関するCFC税

制の改正についての質問です。日本の外国子会
社合算税制（CFC税制）の改正での検討は，
能動的所得と受動的所得を区別する視点を入れ
るという点では，アメリカ型やイギリス型のイ
ンカムアプローチを目指すようにも見受けられ
ます。制度設計において，従来は全世界所得課
税を取っているアメリカを参考にしているとい
われてきましたが，今改正の主な参照国は，ど
こになるのでしょうか。
もう少し突っ込んでお話をお伺いすると，先

ほど日本とイギリスはフェーズが２から３に移
っているということでした。国際課税制度の他
の部分が似ているという意味では，イギリスが
日本と近い状況にあるわけです。今回のCFC
税制の改正においては，従来のアメリカ型では
なく，むしろイギリス型に注目しているのか否
かという点をご教示いただけませんでしょうか。
これと関連して，日本の企業は諸外国と比較

して，納税協力的な企業が一般的には多いとい
われてきました。協力的で真面目な企業が多い
中で，過剰なコンプライアンス（オーバーコン
プライアンス）をしてしまうという問題が生じ
やすいといわれることがあります。
CFC税制の適用免除基準は，入り口はイン

カムアプローチにしつつ，イギリスのように事
業体アプローチに基づいて設計することで，
オーバーコンプライアンスの問題にある程度対
処できる見通しがあるのでしょうか。もし適用
免除基準を事業体アプローチで設計する場合，
日本が抱える制度設計上の課題などお気付きの
点があれば教えていただければ幸いです。
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〔義務的開示制度と一般的否認規定について〕
２点目は，国際課税資料４５の義務的開示制度

に関するものです。最初にコメントです。税務
行政の新たな世界的な潮流として，政府が協力
的な納税者と，アグレッシブにプランニングを
してくる納税者を区別し，協力的な納税者との
間では協調関係を築き，アグレッシブな納税者
との間では従来どおりの緊張関係を維持するモ
デルに移行しつつあると指摘されています。
そこで義務的開示制度を大きな流れで見ると，

両者を区別するための仕組みとも理解できます。
言い換えれば，協力的な納税者にとっては，義
務的開示制度は追加的にコンプライアンスコス
トが発生しますが，政府が従来よりも協調関係
に移行しやすくなる可能性が高まります。総合
的に考えると，制度を上手く設計・運用するこ
とが大前提になりますが，協力的な納税者にと
ってはむしろオーバーコンプライアンスの問題
を緩和してくれる可能性を高めてくれるのでは
ないかと感じています。
そこで質問です。義務的開示制度と租税回避

の否認の在り方についてです。政府がアグレッ
シブなタックスプランニングについて，十分な
情報を得ることができない（情報の非対称性が
ある）状況にあります。情報の非対称性がある
場合，先ほどのルールとスタンダードの観点か
ら申し上げれば，効果的なルールを政府が「事
前に」設定することに大変な困難を伴います。
そのため，少なからずスタンダードによる租税
回避対処をせざるを得ません。現行の法人税法
でも，国内の文脈ですが，「役員給与の不相当
に高額」や，法人税法１３２条の「税の負担を不
当に減少させる」という文言があります。
最近では適用分野を特定しない一般的否認規

定に関する議論も出てきています。スタンダー
ドによらざるを得なかったのが，義務的開示制
度を導入することによって政府が情報の非対称
性を一定程度解消できるならば，効果的なルー
ルを事前に設定することが可能になりますでし
ょうか。言い換えると，個別トランザクション

ごとの否認規定の設定が容易になることによっ
て，一般的否認規定も含まれると思いますが，
スタンダードに依拠する形での否認の必要性が
弱まると考えることは可能でしょうか。もし見
通しなどがあれば，ご教示いただきたいという
のが２点目です。

〔所得相応性基準と「税の安定性」の関係につ
いて〕
３点目は，国際課税資料４２の移転価格の所得

相応性基準に関してです。前半でTax Cer-
tainty（税の安定性）の話がありました。移転
価格税制で所得相応性基準を導入すると，納税
者にとって税の安定性を高めることにつながる
のでしょうか。むしろ新興国や途上国が所得相
応性基準を全面的に取り入れた場合，二重課税
が生じやすくなるのではないかという懸念があ
ります。税の安定性と所得相応性基準の導入・
緊張関係について，もしお感じになっているこ
とがあればご教示ください。

〔利子控除制限について〕
最後の４点目は，国際課税資料４０の利子控除

の制限に関してです。固定比率ルールを１０～
３０％の枠で設定するということでOECDで合
意がなされましたが，これを実際に制度に落と
し込む際に悩ましいのは，セクターごとに事情
が違うので，全ての業種に最適な固定比率を１
つに設定することが大変難しいということです。
金融セクターなど本当に特殊な業界について

は特別ルールを作り，それ以外の非金融セク
ターについては一律の比率を設定する場合，両
者のバランスをどう考えたらいいのでしょうか。
１つの比率を（金融セクターを除く）全てのセ
クターに適用する場合，適合的な比率を見つけ
づらいと考えられますが，そのあたりをどのよ
うにお感じなのかをご教示いただければ幸いに
存じます。以上です。

―――――――――――――――――――――
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（渡辺） 神山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは最後に鈴木さん，よろしくお
願いします。
―――――――――――――――――――――

〔外国子会社合算税制について〕
（鈴木） ありがとうございます。ご説明いた
だきました今後の税制改正の方向性のなかでは，
やはり外国子会社合算税制の見直しが，最もイ
ンパクトがあったように思います。
昨年の最終報告書の時点では，行動３はミニ

マムスタンダードではなく，ベストプラクティ
スの形を取っていましたし，また日本の現行の
合算税制はカテゴリーアプローチの一形態と整
理されていましたので，私は現行の制度は当面
見直しの必要はないだろうと勝手に思いこんで
いましたが，これが早速見直される方向と知っ
てショックを受けた次第です。
これまで外国子会社の財務諸表を真剣に取引

種類別に分けた経験がありませんので，実務的
にどのくらいの負担が掛かるのか，正直まだわ
かりません。しかし受動的所得と能動的所得を
区分するならば，青山先生もおっしゃったよう
にどうしてもグレーゾーンが必ず存在するでし
ょうし，共通経費をどう配分するかなど実務的
なことを考えると気が重くなります。
日本の企業が外国で事業を行おうと自ら新規

に設立した会社ならともかく，弊社のように
M&Aで買ってきた企業群の末端にぶら下がっ
ている会社がどのような事業をやっているかま
で正確に把握するのは，実務的にはかなり難し
いように思います。
また青山先生も言及されましたが，関連者取

引がどのように取り扱われるのかが非常に気に
なります。仮に関連者間での物の売買の取引ま
で合算対象に含むとなると，損益の切り出しが
大変であると同時に，金額的影響もかなり大き
くなると思います。
さらに，仮にトリガー税率がなくなるのなら，

見に行かなければいけない会社の数が格段に増

えることを懸念します。緒方さんのご説明では，
過度の実務負担が生じないよう配慮いただける
とありました。税制改正に当たっては，実務的
に対応可能な方法の検討をぜひお願いしたいと
思います。

〔移転価格について〕
移転価格の分野について，２点ほどコメント

します。行動８の無形資産です。無形資産にか
かる開発・改善・維持・保護・活用といった機
能，これは英語のDevelopment·Enhancement·
Maintenance·Protection·Exploitation の頭文字
からDEMPE機能と呼ばれているようですが，
これらの機能を果たしていない者に無形資産か
らの超過利潤が帰属すべきでないということ，
これは比較的素直に理解できます。しかし，無
形資産の開発等に関する重要なDEMPE機能
をたとえば複数の関連者が分担して果たしてい
るような場合に，それぞれの関連者に超過利潤
がどのように配分されるべきなのか，現時点で
はよくわかりません。
想像するに，このようなケースではかなり主

観的な配分にならざるを得ない気がします。そ
うすると，分析結果が国によってばらばらにな
り，その結果，複数の国が納得する１つの結論
を導くことが極めて難しくなり，二重課税が排
除できないのではないかと懸念します。特に自
分の国を，無形資産を使用する地であるとか，
改善・維持・保護に寄与している地であるとか
考えがちな新興国等にとっては，今回の開発等
に関する重要な機能の考え方は，無形資産から
の超過利潤の配分を主張するに当たっての便利
な道具にもなり得ます。
今後移転価格税制における，無形資産の開発

等に関する重要な機能の取扱いについては，納
得性の高い明確なガイダンスを提示して，新興
国を含んで合意を形成することが必要だと思い
ます。
また所得相応性基準についても，理屈として

は理解できます。しかし所得相応性基準が課税
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当局によって発動される場合は，相手国では既
にその所得に課税済みのはずなので，必ず二重
課税が発生してしまいます。これがわれわれ納
税者にとっての最も大きな問題だと思います。
例えば弊社がある無形資産を新興国に所在す

る子会社に有償で譲渡して，子会社がそれを使
用して製品の製造販売をしたら大当たりして，
子会社が事前の予想よりもうけてしまい，予測
と結果の間に大きな乖離が生じてしまったとし
ます。その大当たりの要因は，例えば機能やデ
ザインが市場に受け入れられたなどという，無
形資産に関連するものかもしれませんし，子会
社によるマーケティングが例外的にうまくいっ
たのかもしれません。又は何らかの外生的要因
で市場の需要が高まったときに，たまたま競合
先に製造キャパがなかったなどという偶発的な
要因かもしれません。
そして大当たりしたというケースならば，要

因は１つではなくて，複数の要因の組み合わせ
であることも十分に考えられるでしょう。そう
いった場合に，それら要因のなかで移転された
無形資産に係るものだけを特定して，定量的な
分析を行うのは非常にセンシティブな作業にな
ると思います。無形資産の移転時に予測が不可
能だったことを証明するのは実務的には困難で
しょうし，事業上の全ての可能性について事前
に網羅的に文書化しておくことも，現実的には
難易度が高いだろうと思います。
こういった実務的な困難さを勘案すると，所

得相応性基準導入に当たっても精緻かつ納得性
の高いガイダンスの策定が先ず必要であり，同
時に新興国を含む国際的な合意を形成すること
が前提になると考えます。

〔義務的開示制度について〕
最後に，義務的開示制度について簡単にコメ

ントします。日本には一般租税回避防止規則
（GAAR）が存在していないこともあり，具体
的イメージが現時点では湧いていませんが，後
ろめたいことをやろうとしている人は普通は地

下に潜りがちのように思いますので，義務とは
いいながら堂々と手を挙げて開示するような構
図は，正直いってなかなか想像し難いです。
このような制度を日本で実際に機能させるた

めには，開示した場合はペナルティを減免する
等のセーフハーバーを納税者に与える一方，開
示しない場合は逆にきついペナルティを課す，
などといったメリハリが必要ではないかと考え
ます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 鈴木さん，どうもありがとうござい
ました。鈴木さんのご発言の中に，外国子会社
合算税制については，最終報告書ではミニマム
スタンダードではなく，ベストプラクティスと
しての提示であったことから割と安心していた
けれど，早速見直されるというのでびっくりし
たとありました。
BEPSプロジェクトの世界では，ミニマムス

タンダードは必ず実施しなければいけない最低
基準という意味で使われているようです。他方
でベストプラクティスは，できればやってもら
うことを推奨したいものという意味で使われて
います。できればやってもらいたいという分類
に入ると思ったのが，必ずやなければいけない
ものになってしまったのでショックを受けたと
いうご発言と思います。
それから義務的開示制度は，私はこういう租

税回避スキームを作ったということを自ら国税
当局に申告しろ，あるいは回避スキームを使っ
て税金を減らした場合スキームを使った人は申
告しろというのは，日本人には非常に考えにく
いものだと思います。私自身もそう思っていま
した。アメリカなどこの制度を既にやった国に
行って聞いてみると，それなりに動いているの
で，外国ではとんでもない制度とは必ずしも思
われていないのだと思います。少し余計なこと
を申し上げました。
最後に緒方さんの方から，ただ今のお三方に

対するお答えをお願いしたいと思います。
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―――――――――――――――――――――
（緒方） ありがとうございます。大変貴重な
ご意見・ご質問をいただいて参考になりますし，
刺激にもなります。１つずつ順番にお答えした
いと思います。

〔外国子会社合算税制の見直しについて〕
まず，行動３の外国子会社合算税制の見直し

に関してです。BEPSプロジェクトを受けて，
今までエンティティアプローチを中心に会社単
位で見ていたのが，所得ごとに見ることになっ
たので，全ての海外子会社について根っこから
能動的所得と受動的所得を全部分ける作業を始
めると思った方も多かったようですし，そんな
ことをすると大変なことになるというご指摘だ
と思います。これは，われわれも心の底からそ
んなことをすると大変なことになると思ってい
ます。
根っこからそれをするのは，納税者の皆様に

も過大な負担を掛けますし，その裏側として国
税当局にも相当な負担が掛かることになります。
それで得られるものはあまりないので，根っこ
から分けるつもりは最初からありません。
エンティティベース・会社単位の適用免除基

準がある程度有効ではないかというご指摘を皆
様からいただきました。そういう面もあると思
いますし，鈴木さんや青山さんがご指摘された
ように，今の制度との連続性，今うまく回って
いる部分を維持することもあります。
トリガー税率の位置付けは変わっていきます

が，適用免除基準として会社単位で租税負担率
２０％で見ていくのは，対象会社を合理的に絞る
意味において有効ではないかとわれわれも思っ
ていますので，これを中心に検討していきたい
と考えています。残りの部分についてはリスク
ベースで見て，本当にリスクが高そうな所につ
いては，今でも資産性所得で一部合算していま
すので，所得で切り分けたり，ピュアなペーパー
であれば全部合算していくということだろう思
います。その辺のバランスで進めていきたいと

思います。
青山さんから判別困難な所得や関連者をどう

していくのかという，厳しいご質問をいただき
ました。この辺も最後はリスクベースで，本当
にリスクの高い所に焦点を当てて対象にし，か
つ，リスクのない，普通に実質を伴って事業を
している人たちになるべく事務負担が掛からな
い形でどうバランスが取れるかという観点から，
議論・調整を進めていきたいと考えています。
神山さんから，諸外国のどんなところを参考

にしているかというご質問をいただきました。
昔は制度の参考にした国がなかったとは言いま
せんが，外国子会社合算税制については，行動
３の議論でもそうでしたが，外国子会社合算税
制そのものを切り出しての議論はしにくいです。
その国の税制とのバランスで考えなければいけ
ません。まさに行動３がベストプラクティスの
形で落ち着いた１つの理由は，そこにあります。
そもそも外国子会社合算税制といっても，例

えばアメリカのように根っこから全世界所得課
税を今もやろうとしている所については繰延防
止であって，いずれアメリカが課税する所得に
ついて軽課税環境で繰り延べていることが良く
ないという見方をしています。
一方，２００９年以降の外国子会社配当益金不算

入制度を導入したイギリスや日本は，実質がな
く海外にあるものについては租税回避で，実質
があれば別に配当しようがしなかろうが，そこ
で課税が完結しても良いと見えるわけです。
同じ外国子会社合算税制でも何を対象に，何

を租税回避と思っているかの目線が違います。
これに加えて移転価格税制その他の租税回避防
止規定とのバランスで，どこまで外国子会社合
算税制で対応するのか，どこまで他の税制で補
完するのかなど，全体を見ないと制度設計がで
きません。
現在各国の制度が，独自の体系を進めてきて

います。直近では，どの国の制度も参考にして
いません。パーツでこういう工夫があるという
ことで参考になることがありますが，パッケー
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ジとしては日本独自の組み合わせを考えていく
というふうに考えています。

〔利子控除制限について〕
行動４の利子控除制限について，神山さんか

ら，セクターごとに過大な利子の水準も違うだ
ろうという，非常にそのとおりのご指摘をいた
だきました。これは行動４を議論している中で
も，実は日本が非常に強く主張したところです。
行動４の結論だけ，なぜか他の行動と少し色合
いが違います。行動３であれば，所得ベースで
BEPSリスクの高い所を集中的に合算する議論
をしているように，どこにBEPSリスクがあ
るのか，BEPSリスクのある所に特化していく
話をしています。
行動４だけ，BEPSリスクを特定するのは大

変なので，取りあえずセクター間の違いも全部
捨象して，一律のメルクマールを入れることで
議論が進んでいます。これをしてしまうと，
BEPSリスクがないのに控除否認されてしまっ
たり，BEPSリスクがあるのに控除できてしま
ったりという，でこぼこがどうしても生じてし
まいます。
BEPSの精神からすると少しおかしいのでは

ないかと日本もずっと主張していたのですが，
各国共通の目線で，ある程度の基準で線を引か
なくてはいけないということで，今の形で落ち
着いたたわけです。
他の方々からもご質問がありましたが，今後

日本としてどうしていくのかについては，特に
グループ比率の基準を入れるか入れないかの議
論も含めて，日本の目線で考えていきたいと思
います。
利子控除制限を少なくとも日本の文脈でいえ

ば，今の過大支払利子税制もそうですが，これ
以上やるとさすがにひどいというところに線を
引いているということです。普通は，まず適用
対象となりません。セクターに関わらず，これ
以上は少しやり過ぎではないかというところに
線を引くのがいいと思っています。今の過少資

本税制・過大支払利子税制も，ヒットして課税
されている方はほとんどいません。同じように
予防的に入れる制度として仕立てるのがいいの
ではないかと，現時点では考えています。
今後ガイダンスが出てきたり，パブリックコ

ンサルテーションがあるかもしれません。そう
いった議論を踏まえて，日本としてどうするか
を考えていくことになると思います。

〔所得相応性基準について〕
所得相応性基準について，色々とご意見をい

ただきました。青山さんから，今後のタイミン
グはどうなっていくのかというご質問をいただ
きました。
所得相応性基準と利益分割法の適用は，これ

からガイダンスが出てきます。利益分割法につ
いては，パブリックコンサルテーションが１０月
に予定されています。そういったものも踏まえ
た上で制度化の議論になろうかと思います。
外国子会社合算税制は冒頭申し上げたように

２９年度改正での対応を考えていますが，移転価
格の関係については来年以降に制度化の議論が
深まっていくと，現時点では考えています。
神山さんから，税の安定性（Tax Certainty）

に資するものになっていくのかというご指摘を
いただきました。これはわれわれも非常に気に
しているところです。第１部でも申し上げまし
たが，われわれとしては各国共通の明確なルー
ルが作られ，しかも各国がそのルールに従って
実施し，ピア・レビューで見ていくことが
BEPSプロジェクトの肝だと思っています。
そうであるが故に，所得相応性基準について

も神山さんがおっしゃるところのルールになら
なくてはいけません。不明確な部分が残っては
いけないし，ガイダンスとして明確で，各国が
そのとおりにやっているかをモニターできるも
のでなくてはいけないと思っています。そうい
う形でガイダンスができていくように，われわ
れとしても進めていきたいと思っています。
説明の中でも申し上げましたが，色々と事後
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的に調整するということで難しい制度なので，
適用される場面はなるべく限定的にしていくと
いうことだと思います。鈴木さんも色々とご心
配されていましたが，普通の事業を行っている
人たちが，普通の事業の過程において無形資産
を移転している限りにおいては意識しなくても
いい制度設計が望ましいと思っています。これ
は外国子会社合算税制も同じです。
鈴木さんから，DEMPEを複数の関連者間で

やっているときに，配分が主観的になるのでは
ないかという問題提起をいただきました。これ
はそのとおりだと言ってしまうと身もふたもあ
りませんが，実はそういう面があります。
第１部でも申し上げましたが，利益分割法だ

けどうして残された課題として議論されている
のかにも通底してくる問題になります。移転価
格やその他の制度も，通常のビジネスから生ず
る通常の所得を配分するルールは，比較的積み
上げがあります。機能分析など，色々なことを
して配分していけばいいです。
グループ企業を組成するメリットがあるから

企業体を作ったり，グループを作ったりするわ
けです。呼び方は色々ありますが，超過的な利
潤・経済的なレントといった，他では得られな
い追加的な利潤が発生します。だからこそ企業
活動をして，だからこそグループを作っている
わけです。
この追加的に発生した部分を拠点間で分ける

ルールが，学問的には存在しません。世界政府
みたいなものがあればいいのですが，ありませ
んので，各国間が課税ベースとして配分しなけ
ればいけません。
ではどうするかです。第１部での神山さんの

ご指摘にもつながりますが，結局各国が合意す
る以外に方法がないので，各国が合意できる枠
組みを作っていく努力だと思います。少し迂遠
な言い方をしてしまいましたが，移転価格，
DEMPE，その他の問題も，各国がなるべく明
確なガイダンスの下で合意できる枠組みを作っ
ていく努力だとご理解いただければと思います。

理論的には難しいところを，各国の合意可能性
を目指して進んでいます。

〔義務的開示制度について〕
義務的開示について，色々とご指摘いただき

ました。大きく２点，お話をしたいと思います。
１つは，鈴木さんがおっしゃった懸念点です。

悪いことをやっている人が，「悪い人は手を挙
げろ」と言っても手を挙げるわけがないという
ご指摘はよくいただきます。それはある意味そ
のとおりです。義務的開示制度は，説明のとき
にも申し上げましたが，悪いスキームを開発し
た人は手を挙げなさいという制度ではありませ
ん。悪いか悪くないかが言えるぐらいであれば，
制度化すればいいわけです。
悪いスキームを全部カバーしているわけでも

ないし，カバーしているスキームが全部悪いわ
けでもないという状態において，当局が将来的
な法制化その他の対応が早期にできる情報収集
をさせてくださいという制度になっています。
どうして飴もないのに納税者がそれに付き合

わなければいけないのかが，非常に難しいとこ
ろです。神山さんもご指摘されましたが，制度
をうまく仕組めばコンプライアンスコストの低
下につながります。すごく迂遠というか，そう
かなと思われるかもしれませんが，義務的開示
制度は最終報告書にも書いてあるように，課税
当局の通常の調査権限を超える情報をもらう制
度ではありません。実際に当局がリスクが高い
と思ったら，質問検査権を行使して調査に行っ
て，取ってこれるような情報を前広に報告して
もらう制度です。
一定のリスクベースで判断して，少しリスク

が高そうなものについて事前に報告してもらう
制度なので，うまく仕組めば事後的に調査に入
られる状況と比べると，全体としてコンプライ
アンスコストが下がる可能性があります。ここ
が制度の仕組み方ですが，そういったものを目
指している制度だと思います。
もう１つの論点として，青山さんと神山さん
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から，一般的租税回避否認規定や個別的な租税
回避否認規定との関係がどうなるのかというご
質問・ご指摘をいただきました。最終報告書で
は，一般的租税回避否認規定と一緒だと抑止効
果がより高いので，補完関係にあると書いてあ
ります。
日本でどう考えるかですが，神山さんが整理

されたのが非常にわかりやすいと思います。こ
の制度を入れることによって，どんな所に
BEPSリスクがあるかが当局に早い段階でわか
るようになります。その前段階として，本当に
悪いことをやろうとしている人は，悪いことを
していると手を挙げるわけはないので，悪いこ
とをしなくなります。抑止効果が働いて，ある
程度のスキームはそもそも成立しなくなります。
実際に報告してくる方は，少なくとも違法で

はなく節税の範囲だと思って手を挙げます。情
報を集めながら，現在の法制では適法だけど，
結果として不当なので個別的に否認した方がい
いとなれば，個別的な租税回避否認規定を入れ
ていけばいいのです。
これをどんどん進めていけばそれで十分では

ないかというご指摘は，１つの真理だと思いま

す。そういうことで青山さんも，いきなり一般
的租税回避否認規定ということではないのでは
ないかとおっしゃられたのだと思います。恐ら
くそういう順番をたどっていくと思っています。
その他一般的なルールに共通する問題で，わ

れわれがブライトラインテストと言っている，
白黒はっきりする基準を入れると，容易に回避
することが可能になります。５０％以上と言われ
ると，４９．９％にすることが可能ですので，明確
なルールは回避されやすいという問題がありま
す。これをどうするかは，別途考えていかなけ
ればいけないと思います。
仮に義務的開示制度を日本で導入するとなる

と，まずは抑止効果を狙い，その次にリスク分
析等がしやすくなることで，個別的な法改正が
より迅速に行えるようになることを狙い，その
先何が必要になるかは，プロセスとラウンドを
幾つかこなしていく中で考えていくことになる
のではないかと思います。

〔多数国間協定について〕
最後に青山さんから，多数国間協定について

もっと情報開示があってしかるべきではないか
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という厳しいご指摘をいただきましたが，行動
１５でやろうとしていることは，BEPSプロジェ
クトで決まった中身を実施する多数国間協定の
枠組みを作ることです。BEPSプロジェクトで
決まったことをそこで書き換えない，議論した
ことをリオープンしないことを大前提にしてい
ます。中身が変わっていないので，コンサルテー
ションをする部分は少なかったということです。
では，何を交渉しているのか。基準は変わり

ませんが，どういう条件が整ったときに，どの
条約がBEPSプロジェクトのルールに置き換
わるかを決めなければいけません。ある程度似
ている条文があれば無条件に一気に置き換わる
のか，各国が条約を１つ１つ選んで置き換わ
る・置き換わらないを決めてもいいのかという
ところが，交渉の対象になっていました。この
辺はパブリックコンサルテーションを１度して，
産業界からのご意見もいただいています。その
ことを含めて条文化して，間もなく皆さんにご
紹介できる段階になると考えています。
多数国間協定を踏まえて，日本としてもなる

べく効果的に条約を使ったBEPS合意の実施
ができるようにしていきたいと考えています。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，大変踏み込んだ，最近の
状況を踏まえた議論を誠にありがとうございま
した。なるほどそういうことかと思える点が，
多々あったように思います。
まだ議論の種は尽きませんが，時間も４０分ほ

どオーバーしていますので，駆け足でしたがこ
のあたりで第２部を終了させていただきたいと
思います。本日ご参加いただきましたパネリス
トの皆様には，それぞれのご見識の下大変有意
義かつ活発なご意見をいただきまして，誠にあ
りがとうございました。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（渡辺） BEPS プロジェクトは内容から見て
も，大変画期的なものです。それだけに，恐ら
く最終的な決着までは色々なことがあると思わ
れます。皆様と一緒に注目していきたいと思い
ます。
それではこれで，パネルディスカッションを

終わりたいと思います。本日はご協力，誠にあ
りがとうございました（拍手）。
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